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第３章 第９期計画策定のための課題の整理 

１．第９期の基本指針（国のガイドライン）            

介護保険法第 116条において、厚生労働大臣は地域における医療及び介護の総合的な確

保の促進に関する法律（平成元年法律第 64 号）に規定する総合確保方針に即して、介護

保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めることとさ

れています。第９期計画における国の基本指針では、次の３項目が示されています。 

 

（１）介護サービス基盤の計画的な整備 

①地域の実情に応じたサービス基盤の整備 

・中長期的な地域の人口動態や介護ニーズの見込み等を適切に捉えて、施設・サ

ービス種別の変更など既存施設・事業所のあり方も含め検討し、地域の実情に

応じて介護サービス基盤を計画的に確保していくことが必要 

・医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加をふまえ、医療・介護を効率的

かつ効果的に提供する体制の確保、医療・介護の連携強化が重要 

・中長期的なサービス需要の見込みをサービス提供事業者も含め、地域の関係者

と共有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 

 

②在宅サービスの充実 

・居宅要介護者のさまざまな介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅

サービスの整備を推進することが重要 

・居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護などの地域密着型サー

ビスの更なる普及 

 

（２）地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた取組 

①地域共生社会の実現 

・地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得

るものであり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を

超えて、地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進す

る観点から、総合事業の充実を推進 

・地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、

重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等

を担うことも期待 
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・認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深める

ことが重要 

 

②デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるため

の医療・介護情報基盤を整備 

 

③保険者機能の強化 

・給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化 

 

（３）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上 

・介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善による離

職防止、外国人介護人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施 

・都道府県主導の下で生産性向上に資するさまざまな支援・施策を総合的に推進。介護

の経営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用 

・介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進 
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２．高齢者の状況                         

（１）高齢者人口の推移 

本市の人口は増加傾向から横ばいに転じ、令和５年(2023 年)９月末現在で 139,120

人となっています。また、高齢化率・後期高齢化率については、本市は「全国」より低

い値で推移し、平成 28年度(2016年度)と令和５年度(2023年度)の高齢化率を比較する

と、「全国」は 1.8 ポイント増であるのに対し、本市は 1.2 ポイント増となっており、

本市の高齢化の速度は、「全国」よりも遅い状況にあります。しかし、平成 28年度と令

和５年度の後期高齢化率を比較すると、「全国」は 2.8 ポイント増であるのに対し、本

市は 3.6 ポイント増となっており、本市の後期高齢化の速度は、「全国」よりも速い状

況にあります。 

 

図表 20：箕面市総人口・高齢者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 21：高齢化率・後期高齢化率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※箕面市は住民基本台帳（各年度９月末）、全国は総務省統計局「人口推計」（各年度 10月１日） 
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今後、「全国」においては後期高齢者人口が増加していきますが、担い手である生産

年齢人口（15～64歳人口）は全国的には減少することが予測されています。 

一方、本市では、生産年齢人口はほぼ横ばい状態となっていますが、後期高齢者人口

は全国平均を上回る速度で増加していくことが予測されます。 

 

図表 22：生産年齢人口と後期高齢者人口の推移（令和５年(2023年)を 100とした場合） 
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※全国：日本の将来推計人口（令和５年(2023 年)推計）の出生中位（死亡中位）推計結果（各年 10 月１ 

日）をもとに算出 

※箕面市：箕面市人口ビジョン人口推計Ⅱ 
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（２）要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は、平成 27年度(2015年度)から総合事業を開始し、要支援

者が事業対象者に移行したため、平成 28 年度(2016 年度)には減少に転じていますが、

それ以降は増加傾向となっています。 

 

図表 23：箕面市要支援・要介護認定者数の推移（第２号被保険者含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度３月末 

 

要支援・要介護認定者の内訳について、令和５年(2023年)３月末時点で、軽度認定者

（要支援１・２及び要介護１）が 48.9％、中度認定者（要介護２・３）が 30.0％、重

度認定者（要介護４・５）が 21.1％となっています。 

 

図表 24：箕面市要支援・要介護認定者数の内訳の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度３月末 
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また、要支援・要介護認定者について、令和５年(2023年)３月末現在の要介護度別の

構成比をみると、本市は、要支援者（要支援１と要支援２の合計）の構成比が「全国」

及び大阪府に比べて低くなっています。 

図表 25：要支援・要介護認定者数の内訳（令和５年(2023年)３月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度(2015年度)の総合事業開始以降、本市は、要支援者及び要介護者の認定

率がともに大阪府や「全国」よりも低くなっています。 

 

図表 26：要支援・要介護認定者数認定率（第１号被保険者）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度３月末 

※要支援認定者認定率＝要支援認定者数（第１号）／第１号被保険者数 

要介護認定者認定率＝要介護認定者数（第１号）／第１号被保険者数 
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図表 27：箕面市要支援・要介護認定者認定率（第１号被保険者）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度３月末 

 

本市の要支援・要介護認定率を年齢別にみると、年齢とともに急上昇し、65～69歳：

2.3％、70～74歳：5.0％、75～79歳：10.4％、80～84歳：22.5％、85～89歳：45.1％、

90歳以上：73.2％となっていますが、「全国」と比較すると、90歳未満において、本市

は「全国」よりも認定率が低くなっています。 

 

図表 28：年齢階層別の要支援・要介護認定率（令和５年(2023年)３月末） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全国は総務省統計局「人口推計」（令和５年４月１日） 
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（３）要支援・要介護認定の原因疾患 

ア 新規に要支援・要介護認定を受けたかたの原因疾患 

令和４年(2022年)12月から令和５年(2023年)３月末までの４か月間に、新規に要

支援・要介護認定を受けたかたの原因疾患を見ると、要支援１・２では「骨関節疾患」

（26.7％）が最も多く、次いで「骨折」（16.9％）であるのに対して、要介護１では

「認知症」（43.7％）が最も多く、次いで「悪性新生物」（18.5％）であり、要介護２

以上では「悪性新生物」（20.8％）が最も多く、次いで「骨折」（17.4％）となってい

ます。 

 

図表 29：新規に要支援・要介護認定を受けたかたの主な原因疾患 

原因疾患 
要支援１・２ 要介護１ 要介護２～５ 合計 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 

1 認知症 11 4.7% 59 43.7% 20 11.2% 90 16.4% 

2 骨関節疾患 63 26.7% 7 5.2% 14 7.9% 84 15.3% 

3 骨折 40 16.9% 6 4.4% 31 17.4% 77 14.0% 

4 脳血管疾患 20 8.5% 10 7.4% 29 16.3% 59 10.7% 

5 悪性新生物 10 4.2% 25 18.5% 37 20.8% 72 13.1% 

6 廃用症候群※10 21 8.9% 6 4.4% 14 7.9% 41 7.5% 

7 呼吸器疾患 11 4.7% 5 3.7% 9 5.1% 25 4.6% 

8 難病 8 3.4% 2 1.5% 4 2.2% 14 2.6% 

9 精神疾患 9 3.8% 5 3.7% 0 0.0% 14 2.6% 

10 心疾患 19 8.1% 5 3.7% 6 3.4% 30 5.5% 

11 腎・泌尿器疾患 4 1.7% 0 0.0% 4 2.2% 8 1.5% 

12 糖尿病 2 0.8% 0 0.0% 1 0.6% 3 0.5% 

13 その他 18 7.6% 5 3.7% 9 5.1% 32 5.8% 

合計 236  135  178  549  

※令和４年(2022年)12月から令和５年(2023 年)３月まで(４か月間)に新規認定されたかたの状況 

 

 

 

 

 

  

                                                                         
※10 心身の不使用が招くさまざまな機能低下。身体的には筋や骨の萎縮や関節拘縮、起立性低血圧等の循環器機能の低

下等（低運動性症候群ともいう）、精神的には意欲の減衰や記憶力低下等がある。高齢者の病気やけがによる寝た

きり状態の放置や社会交流の途絶から連鎖的に生じ、寝たきりの固定化につながることが多いことから、寝たきり

症候群とも呼ばれ、できる限りの自立、機能活用を図ることが必要。 
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イ 主な原因疾患の介護度別にみた特徴（第８期計画策定時との比較） 

①要支援１・２ 

新規申請で要支援になるかたの原因疾患の第１位は骨関節疾患で、骨折を含

めると４割強を占めます。 

この割合は第８期計画策定時と同様で、個々人にあった運動プログラムの提

供や運動の場の確保が引き続き必要となります。 

 

図表 30：新規に認定を受けたかたの主な原因疾患の割合（要支援１・２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②要介護１ 

新規申請で要介護１になるかたの原因疾患は、認知症が圧倒的に多い状況で

す。この状況は第８期計画策定時から変わっておらず、サービスの導入や認知

症予防・重度化予防のためのアプローチが引き続き重要となります。 

 

図表 31：新規に認定を受けたかたの主な原因疾患の割合（要介護１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原因疾患 今回の調査結果 第８期計画策定時 

骨関節疾患 26.7% 26.3% 

骨折 16.9% 15.5% 

廃用症候群 8.9% 10.8% 

脳血管疾患 8.5% 4.2% 

心疾患 8.1% 6.1% 

原因疾患 今回の調査結果 第８期計画策定時 

認知症 43.7% 42.1% 

悪性新生物 18.5% 22.8% 

脳血管疾患 7.4% 3.5% 

骨関節疾患 5.2% 10.5% 

骨折 4.4% 1.8% 

廃用症候群 4.4% 3.5% 
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③要介護２～５ 

新規申請で要介護２～５になるかたの原因疾患の第１位は悪性新生物で、次

いで骨折となっています。 

悪性新生物の割合は第８期計画策定時と比較して約２倍になっています。悪

性新生物と診断されたかたが、病院ではなく自宅や居住施設で過ごされるケー

スが増えている可能性があると考えられます。 

 

 

図表 32：新規に認定を受けたかたの主な原因疾患の割合（要介護２～５） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

原因疾患 今回の調査結果 第８期計画策定時 

悪性新生物 20.8% 11.0% 

骨折 17.4% 12.7% 

脳血管疾患 16.3% 23.7% 

認知症 11.2% 17.8% 

骨関節疾患 7.9% 7.6% 

廃用症候群 7.9% 5.9% 



第３章 第９期計画策定のための課題の整理 

２．高齢者の状況 

61 

 

（４）認知症高齢者の日常生活自立度の割合の推移 

国の推計によれば、65 歳以上人口に占める認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の

人の割合は、今後、11.3％（令和２年(2020年)）から 12.8％（令和７年(2025年)）と

1.5ポイントの増加が見込まれています。 

本市においても、平成 25 年度(2013 年度)の 9.1％から令和４年度(2022 年度)の

11.4％と増加しており、今後も増加が見込まれます。 

 

図表 33：箕面市 65歳以上人口に占める認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度３月末 

 

図表 34：認知症高齢者の日常生活自立度判定基準（要約） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日常生活自立度Ⅰ 認知症を有するが、家庭内・社会での日常生活は自立 

日常生活自立度Ⅱ 

生活に支障のある症状等があるが、他者の注意があれば自立 

a. 家庭外で、上述の状態がみられる 

b. 家庭内でも、上述の状態がみられる 

日常生活自立度Ⅲ 

日常生活に支障のある症状等があり、介護が必要 

a. 日中を中心として、上述の状態がみられる 

b. 夜間を中心として、上述の状態がみられる 

日常生活自立度Ⅳ 日常生活に支障のある症状等が頻繁にあり、常時の介護が必要 

日常生活自立度Ｍ 著しい精神症状・問題行動等がみられ、専門医療が必要 
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（５）高齢者のみの世帯の推移 

本市では、令和４年度(2022年度)で高齢者のみの世帯は 18,092世帯であり、高齢者

のみの世帯が全世帯数（62,881 世帯）に占める割合は 28.8％となっており、世帯数及

び構成比ともに年々増加傾向にあります。 

 

図表 35：箕面市 65歳以上の高齢者のみの世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度３月末 
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（６）日常生活圏域の状況 

本市では、高齢者が住み慣れた地域で必要な支援を受けながら生活できるよう、第３

期計画以降第６期計画までは、市内に５つの「日常生活圏域」を設定し、身近な生活圏

域でさまざまなサービス拠点が連携することにより、国の示す地域包括ケアシステムの

構築に向けた取組や事業を進めてきました。 

しかし、第６期計画策定以降、各圏域の高齢者人口が、国が示す１圏域あたりの標準

的な高齢者人口（約 6,000人）の最大 1.5倍程度まで増加し、４か所の地域包括支援セ

ンター（高齢者くらしサポート）による支援が困難になってきました。 

そこで、令和７年(2025 年)以降の超高齢化を見据え、第７期計画から、14 の小学校

区を日常生活圏域と設定し、地域包括ケアシステムの中核となる機関として、５か所の

「地域包括支援センター（高齢者くらしサポート）」を設置しました。 

 

図表 36：日常生活圏域図 

 

 

 

 

 

 

  

箕面市北部・西南地域 

包括支援センター 

箕面市西部地域 

包括支援センター 

箕面市中西部地域 

包括支援センター 

箕面市東部地域 

包括支援センター 

箕面市中東部地域 

包括支援センター 
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図表 37：地域包括支援センターの担当地域 

 
 

図表 38：日常生活圏域の状況（令和５年(2023年)３月 31日時点） 
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（人） 

後期 

高齢化率 

（％） 

要介護等 

認定者数 

（第１号） 

（人） 

認定率 

（％） 

認知症自立

度Ⅱ以上 

認定者数

（人） 

高齢者に占め

る認知症自立

度Ⅱ以上の 

割合（％） 

Ａ Ｂ Ｂ/Ａ Ｃ Ｃ/Ａ Ｄ Ｄ/Ｂ Ｅ Ｅ/Ｂ 

西部 23,555  6,631  28.2  3,829  16.3  1,215  18.3  795  12.0  

 
箕面小 10,123  2,890  28.5  1,644  16.2  491  17.0  312  10.8  

西小 13,432  3,741  27.9  2,185  16.3  724  19.4  483  12.9  

北部・西南 28,513  7,088  24.9  3,919  13.7  1,254  17.7  835  11.8  

 

止々呂美小 5,854  407  7.0  192  3.3  65  16.0  48  11.8  

南小 9,917  3,076  31.0  1,720  17.3  573  18.6  382  12.4  

西南小 12,742  3,605  28.3  2,007  15.8  616  17.1  405  11.2  

中西部 28,045  7,503  26.8  4,304  15.3  1,293  17.2  850  11.3  

 

萱野小 11,304  2,833  25.1  1,618  14.3  472  16.7  299  10.6  

北小 6,064  1,949  32.1  1,126  18.6  331  17.0  227  11.6  

中小 10,677  2,721  25.5  1,560  14.6  490  18.0  324  11.9  

中東部 32,907  7,722  23.5  4,082  12.4  1,028  13.3  704  9.1  

 

萱野北小 5,454  1,796  32.9  986  18.1  235  13.1  158  8.8  

萱野東小 13,823  3,314  24.0  1,795  13.0  479  14.5  330  10.0  

豊川南小 13,630  2,612  19.2  1,301  9.5  314  12.0  216  8.3  

東部 25,720  6,489  25.2  3,828  14.9  975  15.0  654  10.1  

 

東小 10,434  3,582  34.3  2,088  20.0  548  15.3  358  10.0  

豊川北小 9,226  2,682  29.1  1,655  17.9  406  15.1  274  10.2  

彩都の丘小 6,060  225  3.7  85  1.4  21  9.3  22  9.8  

全市 138,740  35,433  25.5  19,962  14.4  5,765  16.3  3,838  10.8  
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３．高齢者の意識・実態                     

高齢者等の意識・実態等について、次のアンケート調査結果から整理しました。 

 

第９期計画策定のためのアンケート調査 

□調査期間：令和５年(2023年)１月 12日(木)～令和５年(2023年)２月８日(水) 

□調査基準日：令和５年(2023年)１月１日 

□調査方法：郵送による配布・回収、無記名調査 

□調査対象：市内在住で要介護認定を受けていない 65歳以上のかたから、住民基本台帳か

ら無作為抽出した 700人。 

□回収状況 

調査対象 配布数 有効回収数 有効回収率 

①65歳以上の市民 
（要支援・要介護認定者を除く） 

500人 388件 77.6％ 

②市内の要支援認定者 100人 77件 77.0％ 

③市内の総合事業利用者 100人 73件 73.0％ 
 

 

※集計結果を見る上での注意事項 

○ 回答は、各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示し、小数点第２位を四捨五入しま

した（比率の合計が 100.0％にならない場合があります。）。 

○ 図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が著しく困難

なものです。 

○ タイトルや分析文における「自立、要支援、総合事業対象者」の定義は、以下のとおりです。 

 

自立 要支援認定・要介護認定を受けていない 65歳以上のかた 

要支援 要支援認定者 

総合事業対象者 総合事業対象者 
 

○ クロス集計では、母数が少ない項目に関しては、分析文を省略しています。 
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30.9%

24.5%

42.9%

52.1%

18.4%

20.1%

10.4%

17.8%

49.4%

54.1%

46.8%

27.4%

1.3%

1.3%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

１人で過ごすことが多い

１人で過ごすことがたまにある

誰かと過ごしていて、ほとんど１人で過ごすことはない

無回答

■高齢者世帯の状況について 

家族構成について、自立では、「夫婦２人暮らし(配偶者は 65 歳以上)」（46.9％）が最も

多く、次いで「息子・娘との 2世帯」（17.5％）、「その他」（14.9％）となっています。 

要支援では、「夫婦２人暮らし(配偶者は 65 歳以上)」（45.5％）が最も多く、次いで「１

人暮らし」（31.2％）、「息子・娘との 2世帯」（16.9％）となっています。 

総合事業対象者では、「１人暮らし」（41.1％）が最も多く、次いで「夫婦２人暮らし(配

偶者は 65歳以上)」（31.5％）、「息子・娘との 2世帯」（16.4％）となっています。 

 

図表 39：家族構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日中の過ごし方について、自立では、「誰かと過ごしていて、ほとんど１人で過ごすこ

とはない」（54.1％）が最も多く、次いで「１人で過ごすことが多い」（24.5％）、「１人で

過ごすことがたまにある」（20.1％）となっています。 

要支援では、「誰かと過ごしていて、ほとんど１人で過ごすことはない」（46.8％）が最

も多く、次いで「１人で過ごすことが多い」（42.9％）、「１人で過ごすことがたまにある」

（10.4％）となっています。 

総合事業対象者では、「１人で過ごすことが多い」（52.1％）が最も多く、次いで「誰か

と過ごしていて、ほとんど１人で過ごすことはない」（27.4％）、「１人で過ごすことがた

まにある」（17.8％）となっています。 

図表 40：日中の過ごし方 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

19.9%

13.7%

31.2%

41.1%

44.6%

46.9%

45.5%

31.5%

4.3%

5.9%

0.0%

0.0%

17.3%

17.5%

16.9%

16.4%

13.0%

14.9%

6.5%

9.6%

0.9%

1.0%

0.0%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

１人暮らし 夫婦２人暮らし(配偶者は65歳以上)

夫婦２人暮らし(配偶者は64歳以下) 息子・娘との2世帯

その他 無回答
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77.9%

94.8%

32.5%

35.6%

9.3%

2.6%

26.0%

27.4%

11.2%

1.5%

40.3%

31.5%

1.7%

1.0%

1.3%

5.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

介護・介助は必要ない

何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない

現在、何らかの介護を受けている

無回答

介護・介助の必要性について、自立では、「介護・介助は必要ない」が 94.8％を占めてい

ます。 

要支援では、「現在、何らかの介護を受けている」（40.3％）が最も多く、次いで「介護・

介助は必要ない」（32.5％）、「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない」（26.0％）

となっています。 

総合事業対象者では、「介護・介助は必要ない」（35.6％）が最も多く、次いで「現在、何

らかの介護を受けている」（31.5％）、「何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていな

い」（27.4％）となっています。 

 

図表 41：介護・介助の必要性 
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38.7%

32.0%

54.5%

57.5%

60.0%

67.5%

40.3%

41.1%

1.3%

0.5%

5.2%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

はい いいえ 無回答

■外出について 

週に１回以上は外出しているかについて、自立では、「週５回以上」（45.1％）が最も多く、

次いで「週２～４回」（42.0％）、「週１回」（9.0％）となっています。 

要支援では、「週２～４回」（50.6％）が最も多く、次いで「週５回以上」（18.2％）、「ほ

とんど外出しない」（14.3％）となっています。 

総合事業対象者では、「週２～４回」（54.8％）が最も多く、次いで「週１回」（27.4％）、

「ほとんど外出しない」、「週５回以上」（いずれも 8.2％）となっています。 

 

図表 42：外出頻度 

 
 

 

外出を控えているかについて、自立では、「いいえ」（67.5％）が、「はい」（32.0％）より

多くなっています。 

要支援では、「はい」（54.5％）が、「いいえ」（40.3％）より多くなっています。 

総合事業対象者では、「はい」（57.5％）が「いいえ」（41.1％）より多くなっています。 

 

図表 43：外出控え 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.6%

3.4%

14.3%

8.2%

11.9%

9.0%

11.7%

27.4%

45.0%

42.0%

50.6%

54.8%

36.2%

45.1%

18.2%

8.2%

1.3%

0.5%

5.2%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

ほとんど外出しない 週１回 週２～４回 週５回以上 無回答
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外出を控えていると回答した人に、その理由をたずねると、自立では、「新型コロナウイ

ルス感染が心配」（83.1％）が最も多く、次いで「足腰などの痛み」（21.0％）、「外での楽し

みがない」（9.7％）となっています。 

要支援では、「足腰などの痛み」（57.1％）が最も多く、次いで「新型コロナウイルス感染

が心配」（52.4％）、「トイレの心配（失禁など）」（21.4％）となっています。 

総合事業対象者では、「新型コロナウイルス感染が心配」（64.3％）が最も多く、次いで「足

腰などの痛み」（57.1％）、「トイレの心配（失禁など）」（35.7％）となっています。 

 

図表 44：外出を控えている理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.7%

0.5%

35.6%

13.9%

4.8%

6.7%

11.5%

6.3%

9.6%

73.1%

4.8%

7.3%

0.0%

21.0%

4.0%

1.6%

3.2%

9.7%

8.1%

7.3%

83.1%

5.6%

7.1%

2.4%

57.1%

21.4%

11.9%

9.5%

19.0%

4.8%

9.5%

52.4%

0.0%

9.5%

0.0%

57.1%

35.7%

7.1%

14.3%

9.5%

2.4%

16.7%

64.3%

7.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

病気

障害（脳卒中の後遺症など）

足腰などの痛み

トイレの心配（失禁など）

耳の障害（聞こえの問題など）

目の障害

外での楽しみがない

経済的に出られない

交通手段がない

新型コロナウイルス感染が心配

その他

全体(N=208) 自立(N=124) 要支援(N=42) 総合事業対象者(N=42)
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外出する際の移動手段について、自立では、「徒歩」（76.0％）が最も多く、次いで「自動

車（自分で運転）」（46.6％）、「路線バス」（33.8％）となっています。 

要支援では、「徒歩」（55.8％）が最も多く、次いで「路線バス」（42.9％）、「自動車（人に

乗せてもらう）」（32.5％）となっています。 

総合事業対象者では、「徒歩」（78.1％）が最も多く、次いで「路線バス」、「タクシー」（い

ずれも 41.1％）となっています。 

 

図表 45：外出する際の移動手段 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73.4%

24.5%

5.0%

35.3%

24.5%

28.6%

36.1%

4.1%

0.7%

0.4%

3.0%

16.2%

1.3%

76.0%

29.9%

7.0%

46.6%

20.4%

33.0%

33.8%

1.3%

0.3%

0.0%

0.5%

8.5%

0.8%

55.8%

11.7%

0.0%

6.5%

32.5%

16.9%

42.9%

9.1%

3.9%

2.6%

10.4%

31.2%

5.2%

78.1%

9.6%

0.0%

5.5%

38.4%

17.8%

41.1%

13.7%

0.0%

0.0%

8.2%

41.1%

0.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

徒歩

自転車

バイク

自動車（自分で運転）

自動車（人に乗せてもらう）

電車

路線バス

病院や施設のバス

車いす

電動車いす（カート）

歩行器・シルバーカー

タクシー

その他

全体(N=538) 自立(N=388) 要支援(N=77) 総合事業対象者(N=73)
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■日常生活の困りごとについて 

日常生活の中で困っていることについては、自立では、「電球の取り替え」（16.0％）が最

も多く、次いで「その他」（15.7％）、「庭の手入れ・ペットの世話」（8.8％）となっていま

す。 

要支援では、「外出のときの移動手段」（44.2％）が最も多く、次いで「電球の取り替え」

（39.0％）、「家の掃除や洗濯」（26.0％）となっています。 

総合事業対象者では、「電球の取り替え」（42.5％）が最も多く、次いで「外出のときの移

動手段」（32.9％）、「布団の上げ下ろし」、「市役所・病院・年金などの手続き」（いずれも23.3％）

となっています。 

図表 46：日常生活で困っていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16.2%

9.5%

11.3%

8.0%

5.6%

9.7%

3.3%

4.1%

11.5%

22.9%

9.9%

7.2%

7.4%

6.5%

13.0%

7.5%

5.2%

6.4%

4.4%

1.3%

5.7%

1.8%

3.6%

8.8%

16.0%

5.7%

4.9%

2.6%

4.1%

15.7%

44.2%

22.1%

26.0%

20.8%

20.8%

16.9%

6.5%

5.2%

19.5%

39.0%

18.2%

10.4%

20.8%

13.0%

6.5%

32.9%

19.2%

21.9%

13.7%

12.3%

23.3%

8.2%

5.5%

17.8%

42.5%

23.3%

16.4%

19.2%

12.3%

5.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

外出のときの移動手段

買物

家の掃除や洗濯

食事のしたく

ごみ出し

布団の上げ下ろし

入浴

金銭管理・財産管理

庭の手入れ・ペットの世話

電球の取り替え

市役所・病院・年金などの手続

き

民間事業者との契約手続き

通院や薬をもらいに行くこと

郵便物などを読むことや書くこ

と

その他

全体(N=538) 自立(N=388) 要支援(N=77) 総合事業対象者(N=73)
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10.6%

7.5%

16.9%

20.5%

86.1%

90.2%

76.6%

74.0%

3.3%

2.3%

6.5%

5.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

はい いいえ 無回答

30.5%

27.6%

39.0%

37.0%

67.1%

71.1%

55.8%

57.5%

2.4%

1.3%

5.2%

5.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

はい いいえ 無回答

■認知症について 

本人や家族に認知症の症状があるかについて、自立では、「はい」が 7.5％、要支援では、

「はい」が 16.9％、総合事業対象者では、「はい」が 20.5％となっています。 

 

図表 47：認知症の症状がある人の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症に関する相談窓口を知っているかについて、自立では、「はい」が 27.6％、要支援

では、「はい」が 39.0％、総合事業対象者では、「はい」が 37.0％となっています。 

 

図表 48：認知症に関する相談窓口の認知度 
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認知症に関する相談窓口を知っていると回答した人に、知っている窓口をたずねると、自

立では、「医療機関など（病院・歯科医院・薬局）」（59.8％）が最も多く、次いで「高齢者

くらしサポート（地域包括支援センター）」（43.9％）、「市役所」（32.7％）となっています。 

要支援では、「医療機関など（病院・歯科医院・薬局）」（60.0％）が最も多く、次いで「高

齢者くらしサポート（地域包括支援センター）」（56.7％）、「介護保険サービス事業所（認知

症対応型グループホームなど）」（16.7％）となっています。 

総合事業対象者では、「医療機関など（病院・歯科医院・薬局）」（63.0％）が最も多く、

次いで「高齢者くらしサポート（地域包括支援センター）」（55.6％）、「介護保険サービス事

業所（認知症対応型グループホームなど）」（29.6％）となっています。 

 

図表 49：知っている認知症に関する相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.8%

60.4%

48.2%

3.7%

23.8%

15.2%

1.8%

12.1%

59.8%

43.9%

3.7%

32.7%

11.2%

0.9%

13.3%

60.0%

56.7%

3.3%

3.3%

16.7%

3.3%

14.8%

63.0%

55.6%

3.7%

11.1%

29.6%

3.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

民生委員・児童委員

医療機関など

（病院・歯科医院・薬局）

高齢者くらしサポート

（地域包括支援センター）

認知症初期集中支援チーム

市役所

介護保険サービス事業所

（認知症対応型グループホームな

ど）

その他

全体(N=164) 自立(N=107) 要支援(N=30) 総合事業対象者(N=27)
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認知症についての考えについては、自立では、「認知症の人が困っていたら、迷わず手を

貸せる」（43.3％）が最も多く、次いで「認知症の人に、どのように接したらよいか分から

ない」（43.0％）、「認知症の人も地域活動に参加したほうがよい」（29.4％）となっています。 

要支援では、「認知症の人に、どのように接したらよいか分からない」（37.7％）が最も多

く、次いで「認知症の人が困っていたら、迷わず手を貸せる」（36.4％）、「認知症の人も地

域活動に参加したほうがよい」（24.7％）となっています。 

総合事業対象者では、「認知症の人に、どのように接したらよいか分からない」（46.6％）

が最も多く、次いで「認知症の人が困っていたら、迷わず手を貸せる」（39.7％）、「認知症

の人も地域活動に参加したほうがよい」（34.2％）となっています。 

 

図表 50：認知症についての考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.4%

41.8%

29.4%

14.1%

12.6%

42.8%

3.7%

14.9%

43.3%

29.4%

14.4%

11.6%

43.0%

3.1%

6.5%

36.4%

24.7%

13.0%

15.6%

37.7%

7.8%

12.3%

39.7%

34.2%

13.7%

15.1%

46.6%

2.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

普段の生活でもっと認知症の人と関わる機会が

あるとよい

認知症の人が困っていたら、迷わず手を貸せる

認知症の人も地域活動に参加したほうがよい

家族が認知症になったら、世間体や周囲の目が

気になる

家族が認知症になったら、近所づきあいが

しにくくなる

認知症の人に、どのように接したらよいか

分からない

認知症の人とは、できる限り関わりたくない

全体(N=538) 自立(N=388) 要支援(N=77) 総合事業対象者(N=73)
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■成年後見制度について 

成年後見制度の認知度については、自立では、「くわしい内容は知らないが、おおまかな

ことを知っている」（39.2％）が最も多く、次いで「名前を聞いたことがあるが、内容はよ

く知らない」（35.1％）、「まったく知らない」（18.8％）となっています。 

要支援では、「名前を聞いたことがあるが、内容はよく知らない」（35.1％）が最も多く、

次いで「まったく知らない」（29.9％）、「くわしい内容は知らないが、おおまかなことを知

っている」（26.0％）となっています。 

総合事業対象者では、「名前を聞いたことがあるが、内容はよく知らない」（39.7％）が最

も多く、次いで「くわしい内容は知らないが、おおまかなことを知っている」、「まったく知

らない」（いずれも 26.0％）となっています。 

 

図表 51：成年後見制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.8%

5.4%

9.1%

4.1%

35.5%

39.2%

26.0%

26.0%

35.7%

35.1%

35.1%

39.7%

21.4%

18.8%

29.9%

26.0%

1.7%

1.5%

0.0%

4.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

くわしい内容を知っている

くわしい内容は知らないが、おおまかなことを知っている

名前を聞いたことがあるが、内容はよく知らない

まったく知らない

無回答
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■介護保険料について 

介護保険料の負担感について、自立では、「負担は感じるが、仕方なく支払う」（52.1％）

が最も多く、次いで「負担であっても、支払うべきである」（35.8％）、「負担は感じていな

い」（3.9％）となっています。 

要支援では、「負担であっても、支払うべきである」（40.3％）が最も多く、次いで「負担

は感じるが、仕方なく支払う」（39.0％）、「わからない」（5.2％）となっています。 

総合事業対象者では、「負担は感じるが、仕方なく支払う」（42.5％）が最も多く、次いで

「負担であっても、支払うべきである」（35.6％）、「負担が重く、支払えない」、「負担は感

じていない」、「わからない」(いずれも 4.1％）となっています。 

 

図表 52：介護保険料の負担感 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.2%

2.1%

1.3%

4.1%

48.9%

52.1%

39.0%

42.5%

36.4%

35.8%

40.3%

35.6%

3.9%

3.9%

3.9%

4.1%

0.6%

0.5%

1.3%

0.0%

3.7%

3.4%

5.2%

4.1%

4.3%

2.3%

9.1%

9.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

負担が重く、支払えない

負担は感じるが、仕方なく支払う

負担であっても、支払うべきである

負担は感じていない

制度の充実のために、もっと負担するべきである

わからない

無回答
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負担と給付の関係に対する考えについて、自立では、「保険料もサービス水準も今のまま

でよい」（37.6％）が最も多く、次いで「保険料が高くても、利用できるサービスが充実し

ているほうがよい」（24.5％）、「利用できるサービスを抑制しても、保険料が安いほうがよ

い」（20.6％）となっています。 

要支援では、「保険料もサービス水準も今のままでよい」（44.2％）が最も多く、次いで「利

用できるサービスを抑制しても、保険料が安いほうがよい」（22.1％）、「保険料が高くても、

利用できるサービスが充実しているほうがよい」（19.5％）となっています。 

総合事業対象者では、「保険料もサービス水準も今のままでよい」（46.6％）が最も多く、

次いで「利用できるサービスを抑制しても、保険料が安いほうがよい」（21.9％）、「保険料

が高くても、利用できるサービスが充実しているほうがよい」（15.1％）となっています。 

 

図表 53：負担と給付の関係に対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.5%

24.5%

19.5%

15.1%

39.8%

37.6%

44.2%

46.6%

21.0%

20.6%

22.1%

21.9%

10.4%

13.1%

5.2%

1.4%

6.3%

4.1%

9.1%

15.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

保険料が高くても、利用できるサービスが充実しているほうがよい

保険料もサービス水準も今のままでよい

利用できるサービスを抑制しても、保険料が安いほうがよい

その他

無回答



 

78 

 

■将来の生活の希望 

将来の理想とする生活については、自立では、「ひとりで、介護保険サービスなどを活用

しながら、自宅で生活したい」（27.6％）が最も多く、次いで「子どもや親族と同居し、介

護保険サービスを活用しながら、自宅で生活したい」（20.9％）、「わからない」（20.1％）と

なっています。 

要支援では、「子どもや親族と同居し、介護保険サービスを活用しながら、自宅で生活し

たい」、「ひとりで、介護保険サービスなどを活用しながら、自宅で生活したい」（いずれも

28.6％）が多く、次いで「特別養護老人ホームなど介護保険施設などに入所したい」（11.7％）

となっています。 

総合事業対象者では、「ひとりで、介護保険サービスなどを活用しながら、自宅で生活し

たい」（37.0％）が最も多く、次いで「子どもや親族と同居し、介護保険サービスを活用し

ながら、自宅で生活したい」（20.5％）、「子どもや親族と同居し、家族による介護を受けな

がら、自宅で生活したい」（13.7％）となっています。 

 

図表 54：将来の理想とする生活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.9%

9.3%

9.1%

13.7%

21.9%

20.9%

28.6%

20.5%

29.0%

27.6%

28.6%

37.0%

8.6%

8.2%

11.7%

6.8%

6.7%

7.5%

5.2%

4.1%

2.2%

2.8%

0.0%

1.4%

17.7%

20.1%

10.4%

12.3%

4.1%

3.6%

6.5%

4.1%

0.0% 20.0% 40.0%

全体(N=538)

自立(N=388)

要支援(N=77)

総合事業対象者(N=73)

子どもや親族と同居し、家族による介護を受けながら、自宅で生活したい

子どもや親族と同居し、介護保険サービスを活用しながら、自宅で生活したい

ひとりで、介護保険サービスなどを活用しながら、自宅で生活したい

特別養護老人ホームなど介護保険施設などに入所したい

住宅型や健康型の有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などに入居したい

その他

わからない

無回答
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■高齢者がいきいきと暮らせる社会を築くために重要な施策・事業について 

高齢者がいきいきと暮らせる社会を築くために重要な施策・事業については、自立では、

「ホームヘルプサービスなどの在宅での介護サービスの充実」（38.9％）が最も多く、次い

で「高齢者の見守りなどの生活支援・緊急時支援サービスの充実」（32.5％）、「特別養護老

人ホームなどの介護保険施設の充実」（28.1％）となっています。 

要支援では、「高齢者の見守りなどの生活支援・緊急時支援サービスの充実」（41.6％）が

最も多く、次いで「ホームヘルプサービスなどの在宅での介護サービスの充実」（39.0％）、

「特別養護老人ホームなどの介護保険施設の充実」（29.9％）となっています。 

総合事業対象者では、「ホームヘルプサービスなどの在宅での介護サービスの充実」

（45.2％）が最も多く、次いで「高齢者の見守りなどの生活支援・緊急時支援サービスの充

実」（34.2％）、「特別養護老人ホームなどの介護保険施設の充実」（28.8％）となっています。 

 

図表 55：高齢者がいきいきと暮らせる社会を築くために重要な施策・事業 

 
  

回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比 回答数 構成比
ホームヘルプサービスなどの在
宅での介護サービスの充実

214 39.8% 151 38.9% 30 39.0% 33 45.2%

特別養護老人ホームなどの介護
保険施設の充実

153 28.4% 109 28.1% 23 29.9% 21 28.8%

病院や診療所の充実 130 24.2% 97 25.0% 14 18.2% 19 26.0%
高齢者の見守りなどの生活支
援・緊急時支援サービスの充実

183 34.0% 126 32.5% 32 41.6% 25 34.2%

身近な地域社会の中で、高齢者
の生活を支える体制づくり

115 21.4% 87 22.4% 15 19.5% 13 17.8%

健康づくり、介護予防事業の充
実

65 12.1% 45 11.6% 11 14.3% 9 12.3%

認知症に関する専門的な支援や
地域の理解が進むこと

42 7.8% 34 8.8% 5 6.5% 3 4.1%

日常的に利用できる相談窓口の
充実

128 23.8% 104 26.8% 13 16.9% 11 15.1%

学習や文化などの講座やスポー
ツ活動の充実

42 7.8% 33 8.5% 3 3.9% 6 8.2%

高齢者向け住まいの整備や住宅
改修などへの支援

87 16.2% 60 15.5% 16 20.8% 11 15.1%

ボランティア活動など、地域で
高齢者が主体的に活動できる環
境の充実

24 4.5% 17 4.4% 3 3.9% 4 5.5%

高齢者を支える地域ボランティ
アや地域活動のリーダーの養成

15 2.8% 7 1.8% 4 5.2% 4 5.5%

高齢者をはじめ地域の人が集え
る場の確保

57 10.6% 33 8.5% 7 9.1% 17 23.3%

高齢者の働く場の確保や職業紹
介の充実

61 11.3% 56 14.4% 5 6.5% 0 0.0%

虐待防止や消費者被害防止な
ど、高齢者の権利を守ること

29 5.4% 21 5.4% 3 3.9% 5 6.8%

その他 19 3.5% 15 3.9% 1 1.3% 3 4.1%
特にない 21 3.9% 15 3.9% 4 5.2% 2 2.7%
わからない 24 4.5% 17 4.4% 6 7.8% 1 1.4%

有効回答数 538 100.0% 388 100.0% 77 100.0% 73 100.0%

全体 自立 要支援 総合事業対象者
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４．家族介護者の意識・実態                   

（１）在宅介護実態調査結果 

家族等介護者の意識・実態について、次の調査から主な意見を整理しました。 

 

在宅介護実態調査 

要介護者の在宅生活の継続、介護者の就労継続の観点から、高齢者等の世帯状況や

介護者の状況等を把握しました。 

 □調査期間：令和５年(2023年)１月 30日（月）～令和５年(2023年)６月 30日（金） 

 □調査対象：在宅で生活し、要支援・要介護認定を受けているかた 

調査期間中、更新申請・区分変更申請にかかる認定調査を受けるかた 

※留意点について 

ア）以下のかたは、在宅と見なし、調査対象者に含みます。 

・ケアハウスの入居者 

・サービス付き高齢者向け住宅の入居者 

・有料老人ホーム（特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護の指定 

を受けていない施設に限る）の入居者 

・介護保険サービスの利用の有無は問いません。 

イ）以下のかたは、調査対象者に含みません。 

・要支援・要介護認定を新規に申請したかた 

・箕面市内に住民票を残したままで、箕面市外で生活しているかた 

・医療機関に入院しているかた 

・特別養護老人ホーム・地域密着型特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療 

施設・特定施設・地域密着型特定施設・グループホームに入所・入居しているかた 

 □回収状況：442件 

 

※集計結果を見る上での注意事項 

○ 図表中の「ｎ（number of case）」は、有効標本数（集計対象者総数）を表しています。 

○ 回答結果の割合「％」は有効サンプル数に対して、それぞれの回答数の割合を小数点以下第２位

で四捨五入したものです。そのため、単数回答であっても合計値が 100.0％にならない場合がありま

す。 

○ 複数回答の設問の場合、回答は選択肢ごとの有効回答数に対して、それぞれの割合を示していま

す。そのため、合計が 100.0％を超える場合があります。 

○ 図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が著しく困難

なものです。 

○ 本集計・分析では、介護保険サービスの利用回数・利用の組み合わせ等に着目した集計・分析を行

うため、介護保険サービスを大きく、「訪問系」、「通所系」、「短期系」の３つに分類して集計してい

ます。なお、介護保険サービスの中には「介護予防・生活支援サービス（総合事業）」も含まれます。  
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■要介護度別・施設等検討の状況 

施設等の検討状況をみると、「要支援１・２」では「検討していない」が 89.0%ともっとも

割合が高く、次いで「検討中」が 10.2%、「申請済み」が 0.8%となっています。「要介護１・

２」では「検討していない」が 80.8%ともっとも割合が高く、次いで「検討中」が 15.9%、

「申請済み」が 3.3%となっています。「要介護３以上」では「検討していない」が 60.9%と

もっとも割合が高く、次いで「検討中」が 24.1%、「申請済み」が 14.9%となっています。 

 

図表 56：要介護度別・施設等検討の状況 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別・介護者が不安に感じる介護 

介護者が不安に感じる介護をみると、「要支援１・２」では「外出の付き添い、送迎等」

が 31.6%ともっとも割合が高く、次いで「食事の準備（調理等）」が 25.5%、「その他の家事

（掃除、洗濯、買い物 等）」が 21.4%となっています。「要介護１・２」では「認知症状への

対応」が 45.0%ともっとも割合が高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」が 36.2%、「日中

の排泄」、「入浴・洗身」が 19.5%となっています。「要介護３以上」では「認知症状への対応」

が 35.3%ともっとも割合が高く、次いで「日中の排泄」が 29.4%、「夜間の排泄」が 27.9%と

なっています。 
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図表 57：要介護度別・介護者が不安に感じる介護 
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■要介護度別・就労継続見込み（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 

介護者の就労継続の可否に係る意識をみると、「要支援１～要介護１」では「問題はある

が、何とか続けていける」が 41.8%ともっとも割合が高く、次いで「問題なく、続けていけ

る」が 36.7%、「わからない」が 13.3%となっています。「要介護２以上」では「問題はある

が、何とか続けていける」が 64.8%ともっとも割合が高く、次いで「問題なく、続けていけ

る」が 19.7%、「続けていくのは、かなり難しい」が 7.0%となっています。 

 

図表 58：要介護度別・就労継続見込み（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■認知症自立度別・就労継続見込み（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 

介護者の就労継続の可否に係る意識を認知症高齢者自立度別にみると、「自立＋Ⅰ」では

「問題なく、続けていける」、「問題はあるが、何とか続けていける」が 41.6%、次いで「わ

からない」が 15.6%、「続けていくのは、かなり難しい」が 1.3%となっています。「Ⅱ以上」

では「問題はあるが、何とか続けていける」が 58.5%ともっとも割合が高く、次いで「問題

なく、続けていける」が 21.3%、「続けていくのは、やや難しい」が 8.5%となっています。 

 

図表 59：認知症自立度別・就労継続見込み（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 
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■就労継続見込み別・施設等検討の状況（要介護２以上、フルタイム勤務＋パートタイム

勤務） 

施設等の検討状況を介護者の就労継続の可否に係る意識別にみると、「問題なく、続けて

いける」では「検討していない」が 84.6%ともっとも割合が高く、次いで「申請済み」が 15.4%、

「検討中」が 0.0%となっています。「問題はあるが、何とか続けていける」では「検討して

いない」が 77.8%ともっとも割合が高く、次いで「検討中」が 15.6%、「申請済み」が 6.7%と

なっています。「続けていくのは「やや＋かなり難しい」」では「検討中」が 50.0%ともっと

も割合が高く、次いで「検討していない」が 37.5%、「申請済み」が 12.5%となっています。 

 

図表 60：就労継続見込み別・施設等検討の状況（要介護２以上、フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■就労継続見込み別・効果的な勤め先からの支援（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 

効果的な勤め先からの支援を介護者の就労継続の可否に係る意識別にみると、「問題なく、

続けていける」では「特にない」が 39.2%ともっとも割合が高く、次いで「労働時間の柔軟

な選択（フレックスタイム制など）」が 19.6%、「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が 15.7%

となっています。「問題はあるが、何とか続けていける」では「労働時間の柔軟な選択（フ

レックスタイム制など）」が 30.3%ともっとも割合が高く、次いで「自営業・フリーランス等

のため、勤め先はない」、「制度を利用しやすい職場づくり」が 23.6%、「介護休業・介護休暇

等の制度の充実」が 22.5%となっています。「続けていくのは「やや＋かなり難しい」」では

「介護休業・介護休暇等の制度の充実」が 52.9%ともっとも割合が高く、次いで「制度を利

用しやすい職場づくり」、「介護をしている従業員への経済的な支援」が 29.4%、「労働時間の

柔軟な選択（フレックスタイム制など）」、「特にない」が 17.6%となっています。 
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図表 61：就労継続見込み別・効果的な勤め先からの支援（フルタイム勤務＋パートタイム勤務） 
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■世帯類型別・家族等による介護の頻度 

ご家族等の介護の頻度を世帯類型別にみると、「単身世帯」では「ほぼ毎日」が 31.6%とも

っとも割合が高く、次いで「週 1日以下」が 30.6%、「週 1～2日」が 28.6%となっています。

「夫婦のみ世帯」では「ほぼ毎日」が 73.3%ともっとも割合が高く、次いで「週 3～4日」が

9.5%、「週 1日以下」、「週 1～2日」が 8.6%となっています。「その他」では「ほぼ毎日」が

85.8%ともっとも割合が高く、次いで「週 1～2 日」が 6.0%、「週 3～4 日」が 4.9%となって

います。 

 

図表 62：世帯類型別・家族等による介護の頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別・サービス利用の組み合わせ（単身世帯） 

サービス利用の組み合わせを要介護度別にみると、単身世帯の「要支援１・２」では「訪

問系を含む組み合わせ」が 31.6%ともっとも割合が高く、次いで「通所系・短期系のみ」が

28.9%、「訪問系のみ」が 23.7%となっています。「要介護１・２」では「訪問系を含む組み合

わせ」が 43.5%ともっとも割合が高く、次いで「訪問系のみ」が 23.9%、「通所系・短期系の

み」が 21.7%となっています。「要介護３以上」では「訪問系を含む組み合わせ」が 46.2%と

もっとも割合が高く、次いで「通所系・短期系のみ」が 30.8%、「訪問系のみ」が 15.4%とな

っています。 

 

図表 63：要介護度別・サービス利用の組み合わせ（単身世帯） 
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■要介護度別・サービス利用の組み合わせ（夫婦のみ世帯） 

夫婦のみ世帯の「要支援１・２」では「通所系・短期系のみ」が 44.1%ともっとも割合が

高く、次いで「未利用」が 32.4%、「訪問系のみ」が 17.6%となっています。「要介護１・２」

では「通所系・短期系のみ」が 37.7%ともっとも割合が高く、次いで「訪問系を含む組み合

わせ」が 24.5%、「未利用」が 22.6%となっています。「要介護３以上」では「訪問系を含む

組み合わせ」が 44.8%ともっとも割合が高く、次いで「通所系・短期系のみ」が 27.6%、「訪

問系のみ」が 17.2%となっています。 

 

図表 64：要介護度別・サービス利用の組み合わせ（夫婦のみ世帯） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■要介護度別・サービス利用の組み合わせ（その他世帯） 

その他世帯の「要支援１・２」では「通所系・短期系のみ」が 37.8%ともっとも割合が高

く、次いで「未利用」が 33.3%、「訪問系のみ」が 24.4%となっています。「要介護１・２」

では「通所系・短期系のみ」が 43.4%ともっとも割合が高く、次いで「訪問系を含む組み合

わせ」が 22.9%、「訪問系のみ」が 18.1%となっています。「要介護３以上」では「訪問系の

み」が 39.5%ともっとも割合が高く、次いで「訪問系を含む組み合わせ」が 37.2%、「未利用」

が 14.0%となっています。 

 

図表 65：要介護度別・サービス利用の組み合わせ（その他世帯） 
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（２）家族介護者の会アンケート調査結果 

家族介護者の意識・実態について、次の調査から主な意見を整理しました。 
 

家族介護者の会アンケート調査 

□調査期間：令和５年(2023年)９月１日(金)～令和５年(2023年)９月 26日(火) 

□調査方法：郵送による配布・回収、無記名調査 

□調査対象 

・箕面認知症家族会（びわの会） 

認知症高齢者等を介護している（していた）家族が会員となり活動する団体 

・男性介護者のつどい 

男性介護者間で相談・交流をおこなう市主催の会 

 配布数 有効回収数 

調査対象 16件 11件 

   
 

※集計結果を見る上での注意事項 

○ 回答は、各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示し、小数点第２位を四捨五入しま

した（比率の合計が 100.0％にならない場合があります。）。 

○ 図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が著しく困難

なものです。 

 

■相談窓口について 

家族介護者が初めて介護をするうえで困りごとが生じたときの相談相手は、「高齢者くら

しサポート（地域包括支援センター）」（72.7％）が最も多く、次いで「居宅介護支援事務所

（ケアマネジャー）」（63.6％）、「友人、知人などの家族介護経験者」（54.5％）となってい

ます。 

 

図表 66：家族介護者が初めて介護をするうえで困りごとが生じたときの相談相手はどこが多いと思うか 
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■相談相手に求めること（求めていること）について 

相談相手に求めていること、または求めていたことは、「認知症の人との接し方について

の助言（かかわり方、コミュニケーションの方法など）」（54.5％）が最も多く、次いで「日

常生活についての助言（生活上の工夫や気をつけることなど）」「認知症の症状や進行がこの

先どうなっていくかについて」、「ただ話を聞いてもらうこと」（いずれも 45.5％）となって

います。 

図表 67：相談相手に求めていること（求めていたこと）はどのようなことか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■家族介護者のストレス解消や介護負担感の軽減について 

家族介護者のストレス解消や介護負担感の軽減に必要なものは、「家族介護に関する悩み

を共有できる当事者同士のつながり」（72.7％）が最も多く、次いで「家族介護に関する相

談ができ、アドバイスをくれる専門家、機関など」（54.5％）、「息抜きのための時間・日の

確保」（45.5％）となっています。 
 

図表 68：家族介護者のストレス解消や介護負担感の軽減に必要なものは何か 
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■高齢者虐待について 

高齢者虐待の背景にあるものやその要因については、「介護者の介護疲れ、介護ストレス」

（90.9％）が最も多く、次いで「経済的な問題」、「介護者の孤立」（いずれも 63.6％）とな

っています。 

 

図表 69：高齢者虐待の背景にあるものやその要因についてどのように感じているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■虐待防止について 

虐待防止に向けた取組で必要なものは、「家族介護者へのヒアリング、カウンセリング」

（81.1％）が最も多く、次いで「認知症等に対する正しい理解や介護知識の周知」（54.5％）、

「地域の見守り」（36.4％）となっています。 

 

図表 70：虐待防止に向けてどのような取組が必要か 
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５．事業者の意識・実態                     

事業者の意識・実態について、次の調査から主な意見を整理しました。 
 

介護サービス等事業者へのアンケート調査 

□調査期間：令和５年(2023年)８月 21日(月)～令和５年(2023年)10月 22日(日) 

□調査方法：インターネットアンケート（メールによる案内、web回収）記名調査 

□調査対象 

調査対象（事業者が取り扱う介護サービス等） 件数 

地域包括支援センター（介護予防支援） 5 

居宅介護支援 43 

訪問介護 60 

訪問型サービス（従前相当・緩和型） ※訪問介護実施なしの事業者のみ 17 

訪問看護 24 

通所介護 26 

通所型サービス（従前相当・緩和型・短期集中型） 25 

地域密着型通所介護 15 

認知症対応型通所介護 3 

福祉用具貸与・販売 8 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 1 

小規模多機能型居宅介護 3 

認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 9 

介護老人保健施設 4 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 5 

地域密着型介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム） 1 

養護老人ホーム 1 

軽費老人ホーム 2 

介護付き有料老人ホーム 6 

住宅型有料老人ホーム 8 

サービス付き高齢者向け住宅 17 

※訪問型サービス、通所型サービスについては、本市内でサービス提供を行う他市事業者も含みます。 
 

調査対象件数 有効回収数 

283件 136件 
 

 

※集計結果を見る上での注意事項 

○ 回答は、各質問の回答者数（ｎ）を基数とした百分率（％）で示し、小数点第２位を四捨五入しま

した（比率の合計が 100.0％にならない場合があります。）。 

○ 図表中において「無回答」とあるものは、回答が示されていない、または回答の判別が著しく困難

なものです。  

※ 通所介護または地域密着型通所介護
実施なしの事業者のみ 
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■平均年齢について 

事業所の所属職員の平均年齢は、「41～50歳」（41.2％）が最も多く、次いで「51～60歳」

（40.4％）、「31～40歳」（10.3％）となっています。 

図表 71：事業所の所属職員の平均年齢 

 

 

 

 

 

 

 

■平均勤続年数について 

事業所の所属職員の平均勤続年数は、「6～10年」（32.4％）が最も多く、次いで「3～5年」

（30.1％）、「3年未満」（25.0％）となっています。 

図表 72：事業所の所属職員の平均勤続年数 

 

 

 

 

 

 

 

■採用課題・定着課題について 

職員の採用に関する課題は、「職員募集をかけても応募がほとんど無い」（52.9％）が最も

多く、次いで「応募はあるが、求める人材ではなく採用に至らないことが多い」（17.6％）、

「その他」（11.8％）となっています。 

図表 73：職員の採用に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.3％ 41.2％ 40.4％ 8.1％

0.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

31～40歳 41～50歳 51～60歳 61歳以上 無回答 ｒ

25.0％ 30.1％ 32.4％ 11.0％

1.5％ 0.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3年未満 3～5年 6～10年 11～15年 16～20年 無回答 ｈ

52.9％ 5.1％

2.9％ 2.9％ 1.5％

17.6％ 5.1％ 11.8％

0.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

職員募集をかけても応募がほとんど無い

応募はあるが、給与面で折り合いがつかず採用に至らないことが多い

応募はあるが、雇用形態の面で折り合いがつかず採用に至らないことが多い

応募はあるが、勤務時間の面で折り合いがつかず採用に至らないことが多い

応募はあるが、職種の面で折り合いが付かず採用に至らないことが多い

応募はあるが、求める人材ではなく採用に至らないことが多い

職員の採用に関する課題は特に感じていない

その他
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職員の定着（離職防止）に関する課題は、「職員の定着（離職防止）に関する課題は特に

感じていない」（26.5％）が最も多く、次いで「その他」（25.7％）、「職種（仕事内容）が原

因で退職する職員が多い」（24.3％）となっています。 

 

図表 74：職員の定着（離職防止）に関する課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「その他」の主な意見 

・職員の高齢化により体力的に難しい。 

・子育てなどの家庭の事情で退職する人が多い。 

・欠員の補充に時間がかかり、現職員の負担が大きい。 

 

 

 

 

 

  

13.2％

2.9％

7.4％ 24.3％ 26.5％ 25.7％

0.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

給与が原因で退職する職員が多い

雇用形態が原因で退職する職員が多い

勤務時間が原因で退職する職員が多い

職種（仕事内容）が原因で退職する職員が多い

職員の定着（離職防止）に関する課題は特に感じていない

その他

無回答
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■不足サービスについて 

本市の状況・取組に関して、ここ１年間、地域で特に不足していると感じる介護等サービ

スは、「訪問介護」（32.4％）が最も多く、次いで「不足していると感じる介護等サービスは

特にない」（25.7％）、「通所介護」「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」（14.0％）、「訪問

型サービス（緩和型）」「養護老人ホーム」（13.2％）となっています。 

 

図表 75：ここ１年間、地域で特に不足していると感じる介護等サービス 
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■家族介護者支援について 

認知症高齢者等の家族や介護を担う若者（ヤングケアラー）など、家族介護者支援のため

に必要と思われる取組は、「見守りや訪問の実施」（49.3％）が最も多く、次いで「相談窓口

の充実」（47.8％）、「出張相談、出前講座の開催」（27.9％）となっています。 
 

図表 76：家族介護者支援のために必要と思われる取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■今後の地域包括ケアシステムの構築に向けて 

今後の地域包括ケアシステムの構築に向けて優先度が高いと思う取組は、「介護従事者の

人材確保」（75.7％）が最も多く、次いで「認知症への地域の理解」（38.2％）、「多様な生活

支援・サービスの提供」（30.9％）となっています。 
 

図表 77：今後の地域包括ケアシステムの構築に向けて優先度が高いと思う取組 
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■地域包括支援センターについて 

地域包括支援センター（箕面市高齢者くらしサポート）がその役割を十分果たしていると

評価する項目としては、「地域の総合相談窓口」（34.6％）が最も多く、次いで「ケアマネジ

ャーへの個別指導・相談」（31.6％）、「介護予防マネジメントによる介護予防」（30.9％）と

なっています。一方、あまり役割を果たしていないと評価する項目としては、「困難事例へ

の個別指導・相談」（15.4％）が最も多く、次いで「多職種連携のネットワークづくり」（12.5％）

となっています。 

 

図表 78：地域包括支援センター（箕面市高齢者くらしサポート）はその役割を果たしているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.9％

25.0％

23.5％

31.6％

29.4％

30.1％

27.9％

34.6％

25.0％

29.4％

60.3％

64.0％

64.7％

56.6％

55.1％

60.3％

58.8％

58.1％

64.0％

61.8％

7.4％

11.0％

11.8％

11.8％

15.4％

9.6％

12.5％

7.4％

11.0％

8.8％

1.5％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.7％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0.0％

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護予防マネジメントによる介護予防

高齢者の健康づくり

医療介護連携の推進

ケアマネジャーへの個別指導・相談

困難事例への個別指導・相談

ケアマネジャーとのネットワークづくり

多職種連携のネットワークづくり

地域の総合相談窓口

要援護高齢者の早期発見・早期対応

高齢者虐待防止・権利擁護

十分果たしている まあまあ果たしている あまり果たしていない

果たしていない 無回答 ｒ
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６．前期（第８期）計画の進捗状況と課題             

（１）介護保険サービスの状況 

ア サービスの利用状況及び給付額の状況 

本市におけるサービスの利用者割合をみると、平成 30年度(2018年度)から令和４

年度(2022 年度)までの５年間で、居宅サービスの利用者割合は 1.8 ポイント増、地

域密着型サービスの利用者割合は 0.2ポイント増、施設サービスの利用者割合は 2.0

ポイント減となっており、サービスの給付額割合については、平成 30 年度(2018 年

度)から令和４年度(2022年度)までの５年間で、居宅サービスの給付額割合は 2.7ポ

イント増、地域密着型サービスの給付額割合は 0.3ポイント減、施設サービスの給付

額割合は 2.5ポイント減となっています。 

また、サービスの利用者及び給付額の割合について、全国及び大阪府と比較すると、

本市は全国、大阪府より、居宅サービスが大きくなっています。 

 

図表 79：サービスの利用者割合の推移        図表 80：サービスの給付額割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 81：サービスの利用者割合           図表 82：サービスの給付額割合 

（令和５年４月分）               （令和５年４月分） 
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図表 83：第１号被保険者１人あたりの給付費（月額）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度３月分 

 

 

 

 

 

図表 84：介護保険サービス受給者１人あたりの給付費（月額）の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各年度３月分 

 

 

 

  

（参考）大阪府平均（暫定値） 令和５年３月分 第１号被保険者１人あたりの給付額（月額） 

居宅サービス：16,953円 地域密着型サービス：3,566円 施設サービス：6,474円 

※介護保険事業報告（暫定）（令和５年３月分）より 

（参考）大阪府平均（暫定値） 令和５年３月分 介護保険サービス受給者１人あたりの給付額（月額） 
居宅サービス：114,827円 地域密着型サービス：137,944円 施設サービス：296.018円 

※介護保険事業報告（暫定）（令和５年３月分）より 

12,299 
11,168 11,459 11,586 

12,417 
13,218 13,555 13,949 

1,437 2,166 2,232 1,977 2,053 2,044 2,092 2,235 

5,236 4,945 
5,556 5,309 5,401 5,587 5,718 5,424 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（円）

第1号被保険者1人あたりの給付額（月額）の推移

居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス

105,869 111,422 116,980 116,251 119,478 121,622 122,027 119,329 

224,799 
117,849 125,038 126,787 129,062 138,954 

122,015 121,546 

263,761 247,315 

276,606 277,309 
288,846 295,303 294,509 293,203 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

（円）

介護保険サービス受給者1人あたりの給付額（月額）の推移

居宅サービス 地域密着型サービス 施設サービス
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イ サービス基盤の整備状況 

①施設・居住系サービス 

本市における第８期計画期間中の施設・居住系サービス基盤の整備状況は次の

とおりです。 

 

図表 85：施設サービス基盤の整備状況（令和５年(2023年)９月末時点） 

種別 

介
護
老
人
福
祉
施
設 

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
） 

介
護
老
人
保
健
施
設 

介
護
医
療
院 

介
護
療
養
型
医
療
施
設 

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護 

合
計 

令
和
2
年
度
末
時
点
の
整
備
数
（
施
設
数
） 

西部 
箕面小学校 0 0 0 0 0 0 

西小学校 0 0 0 0 1 1 

 北部・ 

西南 

止々呂美小学校 1 0 0 0 0 1 

南小学校 0 0 0 0 1 1 

西南小学校 0 0 0 0 1 1 

中西部 

萱野小学校 0 1 0 0 0 1 

北小学校 0 0 0 0 0 0 

中小学校 1 0 0 0 1 2 

中東部 

萱野北小学校 0 0 0 0 0 0 

萱野東小学校 3 1 0 0 0 4 

豊川南小学校 0 0 0 0 2 2 

東部 

東小学校 0 0 0 0 1 1 

豊川北小学校 0 2 0 0 0 2 

彩都の丘小学校 0 0 0 0 0 0 

合計（所） 5 4 0 0 7 16 

定員（人） 380 370 0 0 407 1,157 

第８期計画期間新規整備見込数（人） 90 0 0 0 0 90 

令和５年９月末時点の整備状況（人） 0 0 0 0 0 0 
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②地域密着型サービス 

本市における第８期計画期間中の地域密着型サービス基盤の整備状況は次の

とおりです。 

 

図表 86：地域密着型サービス基盤の整備状況（令和５年(2023年)９月末時点） 

サービスの種類 
令和２年度末の整

備状況 

第８期計画期間の

整備方針 

第８期計画期間中

の整備 

令和５年９月末時

点の整備状況 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護 

１か所 

（中東部圏域） 
新規整備なし なし 

１か所 

(中東部圏域) 

夜間対応型訪問介護 なし 新規整備なし なし なし 

地域密着型通所介護 15か所 新規整備なし なし 15か所 

（介護予防）認知症

対応型通所介護（認

知症対応デイサービ

ス） 

２か所 

（中西部、中東部圏

域に各１か所） 

事業者参入動向を見

極めながら必要に応

じて整備 

令和４年４月１日 

指定１か所 

(北部・西南圏域) 

３か所 

(中西部、中東部、

北部・西南圏域に各

１か所) 

（介護予防）小規模

多機能型居宅介護 

３か所 

（西南、中西部、東

部圏域に各１か所） 

市内全域を対象に 

１事業所(定員 29人)

を募集 

応募なし ３か所 

（介護予防）認知症

対応型共同生活介護

（グループホーム） 

８か所 

13ユニット(117人

分)（西部３か所６

ユニット、中西部２

か所３ユニット、中

東部２か所２ユニッ

ト、東部１か所２ユ

ニット） 

市内全域を対象に 18

人分を募集 

令和５年５月１日 

指定１か所 

２ユニット(18人分,

中西部) 

※令和４年５月 

西部の２か所４ユニ

ット(36人分)が北

部・西南に移転 

９か所 

15ユニット(135人

分)(西部１か所２ユニ

ット、中西部３か所５

ユニット、中東部２か

所２ユニット、東部１

か所２ユニット、北

部・西南２か所４ユニ

ット) 

地域密着型介護老人

福祉施設（小規模特

別養護老人ホーム） 

１か所 

（29人分） 

（中西部圏域） 

新規整備なし なし 
１か所 

（29人分） 

看護小規模多機能型

居宅介護 
なし 

市内全域を対象に 

１事業所(定員 29人)

を募集 

応募なし なし 
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③居宅サービス 

本市における第８期計画期間中の主な居宅サービス基盤の整備状況は次のと

おりです。なお、居宅サービスについては、市において基盤整備にかかる制限等

は設けていません。 

 

図表 87：居宅サービス基盤の整備状況（令和５年(2023年)９月末時点） 

種別 

居
宅
介
護
支
援 

（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
） 

訪
問
介
護 

（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
） 

訪
問
看
護 

訪
問
リ
ハ
ビ
リ 

通
所
介
護 

（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
） 

通
所
リ
ハ
ビ
リ 

（
デ
イ
ケ
ア
） 

短
期
入
所
生
活
介
護 

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
） 

短
期
入
所
療
養
介
護 

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
） 

西部 
箕面小学校 6 8 2 0 2 0 0 0  

西小学校 5 7 4 0 3 0 0 0  

 北部・ 

西南 

止々呂美小学校 0 0 0 0 1 0 1 0  

南小学校 2 5 1 0 1 0 0 0  

西南小学校 3 5 0 0 3 0 0 0  

中西部 

萱野小学校 2 4 0 1 2 1 0 1  

北小学校 3 3 3 0 1 1 0 0  

中小学校 7 11 2 0 5 1 2 0  

中東部 

萱野北小学校 1 0 0 0 0 0 0 0  

萱野東小学校 9 8 6 1 4 1 3 1  

豊川南小学校 2 2 3 0 0 0 0 0  

東部 

東小学校 1 3 2 0 1 0 0 0  

豊川北小学校 2 4 1 1 2 2 0 2  

彩都の丘小学校 0 0 0 0 1 0 0 0  

合計（所） 43 60 24 3 26 6 6 4  

定員（人） - - - - 729 166 67 - 
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ウ サービスの給付実績 

本市における第８期計画期間中の各サービスの給付実績は、次のとおりです。 

 

図表 88：居宅サービス（介護給付費）の給付実績 
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図表 89：居宅サービス（介護予防給付費）の給付実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※給付費は年間累計の金額、回（日）数は年間累計の回（日）数、人数は年間累計の人数 
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図表 90：施設サービスの給付実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 91：地域密着型サービスの給付実績 
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図表 92： 総合事業の給付実績①                  図表 93： 総合事業の給付実績② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 94：総合事業の給付実績③ 

 

 

 

 

 

 

（２）主な重点施策・事業の取組状況 

 

各事業の取組においては、コロナ禍の影響により、令和２年度（2020年度）以降は参加

者数の減少等が見られ、目標値が十分に達成できていませんが、令和４年度（2022年度）

以降は回復傾向にあります。 

 

ア 健康で生きがいのある暮らしの推進 

（ア）健康づくりと生活習慣病予防の推進 

○ 生活習慣病予防やコントロールに向けた健康相談・健康教育を開催し、健康

づくりの支援等に取り組みました。 

○ 令和３年度（2021 年度）は地域団体等においてコロナ禍による活動休止が

あり、健康相談の実施回数が減少しましたが、令和４年度（2022年度）は回復

しました。 

○ 健康教育は「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」事業として通い

の場で行いました。疾病や要介護状態に陥る要因として生活習慣病が大きく関

わっていることから、今後も引き続き啓発活動を行う必要があります。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●健康相談 17 回 
●健康教育 286回 

●健康相談 60 回 
●健康教育 295回 

医療職による健康相談・健康
教育の実施 
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（イ）自立支援、介護予防・重度化防止の推進 

○ 高齢者支援を行う医療職を市に配置し、リハビリ職による訪問指導など、専

門的助言を行いました。 

○ 高齢者が、自身の外出機会や身体能力の状態に応じて参加できる場として、

介護予防活動のリーダー養成や、介護予防教室への参加促進、稲ふれあいセン

ターや街かどデイハウス等の通いの場の利用促進に取り組みました。 

○ 訪問指導に携わる市リハビリ職の人数は、令和３年度（2021年度）の４人か

ら令和４年度（2022年度）に３人に減少しましたが、令和４年度（2022年度）

も令和３年度（2021年度）と同程度の回数を実施することができました。 

○ 介護予防リーダー養成講座については、参加者が年々減少していたため、令

和３年度（2021年度）から開催場所の増加と研修日程の短縮を行いました。そ

の結果、養成者数の増加につながりましたが、目標達成には至りませんでした。 

○ 介護予防教室等では、介護予防の大切さに気づき、自分に合った介護予防活

動を見つけ、継続してもらうため、箕面シニア塾を含め幅広い内容を提供しま

したが、参加者数は目標達成に至りませんでした。また、コロナ禍のため、口

腔機能向上の教室は定員やプログラムを制限して実施しました。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●市リハビリ職による訪問
指導 294 回 

 
●介護予防リーダー養成 
25 人 

●介護予防教室参加者 延
べ 1,750 人 

●市リハビリ職による訪問
指導 291回 

 
●介護予防リーダー養成 
31 人 

●介護予防教室参加者 延
べ 2,013 人 

●市リハビリ職による訪問
指導 

R3～R5：各年 300回 
●介護予防リーダー養成 

R3～R5：各年 80人 
●介護予防教室参加者 
R3～R5：各年延べ 2,930 人 

 

（ウ）一般介護予防事業の推進 

○ 主な事業内容は以下のとおりです。 

・介護予防把握事業 

基本健康調査／地域の介護予防等の課題抽出 

・介護予防普及啓発事業 

アンチエイジングセミナー等／箕面シニア塾／体力測定／健康相談実施／

介護予防に関するパンフレット・チラシ配布／健康長寿フォーラムの開催 

・地域介護予防活動支援事業 

シニア活動応援交付金によるサークル活動支援／ボランティア等の養成研

修／運動トレーナーによる体操指導／街かどデイハウスの運営補助 

・一般介護予防事業評価事業 

一般介護予防事業の評価 

・地域リハビリテーション活動支援事業 

市医療職（理学療法士、保健師、歯科衛生士等）の多職種連携元気サポート

会議等への参加による総合的な支援 

○ 令和３年度（2021 年度）を中心に、引き続きコロナ禍の活動自粛の影響が大

きく見られ、多くの事業で参加者数の目標達成に至りませんでした。 
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○ その中で、運動トレーナーによる体操指導は参加希望者が多かったため、令

和５年度（2023 年度）から市内会場を３か所から５か所に増やして実施しま

した。 

○ 今後も元気な高齢者や虚弱な高齢者が要支援状態にならないように、また要

支援者や要介護者は身体機能等が現状よりも低下しないように、維持や改善を

めざした取組を市医療職が中心となって進めていく必要があります。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●介護予防把握事業 
・基本健康調査の実施 
●介護予防普及啓発事業 
・介護予防教室実施 
・体力測定参加者 74 人 
・パワープレート利用講習
会参加者数 30 人 

 
●地域介護予防活動支援事
業 

・介護予防リーダー養成 
・シニア活動応援交付金 
 13件（立ち上げ１件、 

活性化 12件） 
・出前講座  21回 
・運動トレーナーによるシ
ニア向け体操指導参加者 
3,251 人 

 
●一般介護予防評価事業  

１回（介護サービス評価
専門員会議での実績報
告） 

●地域リハビリテーション
事業 

・訪問指導 
・多職種連携元気サポート
会議 10 回 

 
 
●介護予防普及啓発事業 
・介護予防教室実施 
・体力測定参加者 294人 
・パワープレート利用講習
会参加者数  44 人 

 
●地域介護予防活動支援事
業 

・介護予防リーダー養成 
・シニア活動応援交付金 
 25件（立ち上げ５件、 

活性化 20件） 
・出前講座 42 回 
・運動トレーナーによるシ
ニア向け体操指導参加者    
5,343 人 

 
●一般介護予防評価事業     
１回（介護サービス評価専
門員会議での実績報告） 

●地域リハビリテーション
事業 

・訪問指導 
・多職種連携元気サポート
会議 11 回 

●介護予防把握事業 
R3～R5：実施 

●介護予防普及啓発事業 
・介護予防教室実施 
・体力測定参加者 
R3～R5：各年延べ 1,110 人 

・パワープレート利用者（登
録者）R3～R5：各年 100人 

●地域介護予防活動支援事
業 

・介護予防リーダー養成 
・シニア活動応援交付金 

R3～R5：各年 35件 
・出前講座、グループ立ち上
げ支援 

R3～R5：各年 50回 
・運動トレーナーによるシ
ニア向け体操指導 延べ
2,400 人 

●一般介護予防評価事業 
R3～R5：各年１回 

 
●地域リハビリテーション
事業 

・訪問指導 
・多職種連携元気サポート
会議 

R3～R5：各年 12回 

 

 

（エ）生きがい支援の充実、社会参加・参画の推進 

○ 「箕面シニア塾」等の実施により高齢者の外出と健康づくりの機会を提供す

るほか、「シニア活動応援交付金」により新たな地域グループ・サークル活動

の立ち上げや既存の活動の活性化を図り、高齢者の社会参加の促進や、交流・

活動拠点の運営支援に取り組みました。 

○ 令和３年度（2021 年度）を中心に、引き続きコロナ禍の活動自粛の影響が見

られ、稲ふれあいセンターの利用者数はコロナ禍前に比べ、令和４年度（2022

年度）においても、約５割に留まりました。 

○ コロナ禍などの状況にあっても介護予防や閉じこもり予防のため外出し活

動するための取組の検討が必要です。 
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実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●稲ふれあいセンター利用
者 延べ 27,949 人 

●高齢者の交流・活動拠点
（通いの場） 304 箇所 

●稲ふれあいセンター利用
者 延べ 40,450 人 

●高齢者の交流・活動拠点
（通いの場） 342 箇所 

●稲ふれあいセンターの利
用者増 

●高齢者の交流・活動拠点
（通いの場）数の増加 

 

＜健康で生きがいのある暮らしの推進に関する課題の整理＞ 

■ 介護予防や健康づくりの理念としては、要支援・要介護状態となることをできる限り

防ぎ、遅らせること(介護予防）、また要介護状態等になってもその状態を可能な限り維

持すること（重度化予防）が重要です。このため、心身状態の変化（自立・フレイル・

要支援・要介護）を連続的にとらえ支援することが必要です。 

■ 介護予防事業をより効果的に推進するため、介護保険データ等も活用しながら、ＰＤ

ＣＡサイクルに沿って定期的に評価や改善をする必要があります。また、引き続き市医

療職が関与し、関係事業との連携等により、効率的に介護予防事業を推進していくこと

が必要です。 

■ 令和２年(2020 年)４月に改正施行された高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57

年法律第 80 号）等による「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」に、引き続

き取り組む必要があります。 

■ 高齢者が自ら介護予防の大切さに気づき、自分に合った介護予防活動を見つけ、継続

してもらうことが重要です。これまでの取組を継続しながら、新たな活動の場所や活動

のきっかけの創出を検討する必要があります。 

■ コロナ禍の状況をふまえ、行動に一定の制限が生じるような状況であっても介護予防

や閉じこもり予防の取組を継続できるような方策が求められています。 
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イ 地域包括ケアシステムの推進 

（ア）地域共生社会と地域包括ケアシステムの関係性 

○ 身近な地域にお困りごとの相談窓口を設置し、地域住民等と顔の見える関係

づくりを進めながら、地域の中で困っている住民の問題を我が事と受け止める

意識を醸成する働きかけに取り組みました。 

○ 現状の地域包括ケアシステムをさらに機能させるために必要な施策や豊富

化すべき取組について、検討を進める必要があります。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●年齢や属性を問わず相談
を受け止め、適切な支援機
関につなぐ総合相談窓口
機能をもつ「ささえあいス
テーション」を８小学校区
に設置。 

●介護保険制度などでは対
応できない課題に対して、
互助による新たな地域の
支え合い・助け合い活動等
の創出を支援。 

●年齢や属性を問わず相談
を受け止め、適切な支援機
関につなぐ総合相談窓口
機能をもつ「ささえあいス
テーション」を全 14 小学
校区に設置。 

●介護保険制度などでは対
応できない課題に対して、
互助による新たな地域の
支え合い・助け合い活動等
の創出を支援。 

地域の中で困っている住民
の問題を我が事と受け止め
る意識の醸成 
 

 

（イ）地域包括支援センターの機能・体制強化と地域ケア会議の推進 

○ 地域包括支援センターの適切な運営及び評価並びに体制の強化、地域包括支

援センター職員の人材育成、地域ケア会議の充実に取り組みました。 

○ 「介護サービス等事業者へのアンケート調査」では、地域包括支援センター

が担うべき役割について「十分果たしている」「まあまあ果たしている」の回

答が多い結果でした。 

○ 市内５か所の地域包括支援センターでは、コロナ禍においては地域の通いの

場やサロン、介護予防教室等さまざまな地域活動への支援が十分にできません

でした。 

○ 地域包括支援センターに対して、高齢者を含む世帯全体への支援を必要とす

る、複合的な課題を抱える相談が増加しています。 

○ 多職種連携元気サポート会議での居宅介護支援事業者等からの事例提供が

増加せず、また市リハビリ職の欠員等により、開催回数が減少しています。 

○ 個別課題の解決をめざす地域ケア個別会議の開催回数が増え、複数の個別事

例から地域に共通する課題が明らかになりましたが、これを解決するための施

策の提言には至っていません。 

○ 地域ケア会議に位置づける第２層協議体については、小学校区レベルを担当

する第２層生活支援コーディネーター（ささえあいステーション職員）が中心

となって、小学校区ごとに「ささえあい推進会議」の開催を行い、地域の関係

者との顔の見える関係づくりや課題共有が進みました。市全域を担当する第１

層コーディネーター（基幹型センター職員）については、計画どおりの活動が

行えておらず、また第１層協議体については、会議のあり方等の検討が進まず、

開催に至りませんでした。 
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実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●市直営１か所と委託型４
か所の５か所の包括セン
ターの設置・運営 

●各包括センターに３職種
を１名追加配置（３職種４
名配置） 

●箕面市介護サービス評価
専門員会議での評価点検
２回 

●地域ケア会議開催 77回 
内訳：地域ケア個別会議
34 回、多職種連携元気サ
ポート会議 10回、自立支
援型個別会議 33回 

●市直営１か所と委託型４
か所の５か所の包括セン
ターの設置・運営 

●各包括センターに３職種
４名を配置 

 
●箕面市介護サービス評価
専門員会議での評価点検
２回 

●地域ケア会議開催 105回 
内訳：地域ケア個別会議
57 回、多職種連携元気サ
ポート会議 11回、自立
支援型個別会議 37 回 

●市直営センターは従来型
に加え、基幹型及び機能強
化型の機能を担う 

 
 
 
●箕面市介護サービス評価
専門員会議での評価点検
の実施 

●包括センター職員のスキ
ルアップのための研修の
実施 

●地域ケア会議の開催 

 

（ウ）総合事業の推進 

○ 訪問型サービス及び通所型サービスにおいて、従前相当サービス・緩和型サ

ービス等の提供を実施しました。 

○ 令和３年度（2021年度）、令和４年度（2022年度）ともに、利用者数が見込

みを下回りました。コロナ禍が影響した可能性が考えられます。 

○ サービス利用にあたっては、多職種が関わる自立支援型個別会議により、利

用者や家族の意向もふまえた自立に向けた目標を共有し、適切なサービス利用

による自立支援の推進に取り組みました。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●訪問型サービス  延べ
5,296 人 

 
 
●通所型サービス  延べ
6,333 人 

●訪問型サービス  延べ
5,398 人 

 
 
●通所型サービス  延べ
7,137 人 

●訪問型サービス 
R3：延べ 5,868 人 

 R4：延べ 6,053 人 
 R5：延べ 6,245 人 

●通所型サービス 
R3：延べ 8,113 人 
R4：延べ 8,303 人 
R5：延べ 8,497 人 
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（エ）生活支援体制整備の推進 

○ 顔の見える総合相談・支援事業において、第２層生活支援コーディネーター

（ささえあいステーション職員）を全 14 小学校区に配置し、地域アセスメン

トの実施（社会資源の訪問調査等）や協議体（ささえあい推進会議）の開催等

に取り組みました。また、総合事業の訪問型サービスの担い手の確保（生活支

援サポーターの養成）に取り組みました。 

○ ささえあいステーションについては、当初の計画段階では、総合相談機能、

地域福祉推進機能、地域包括支援センター機能、生活困窮者自立支援機能、日

常生活自立支援機能の全てを担う想定としていましたが、平成 31年（2019年）

４月の顔の見える総合相談・支援モデル事業実施にあたり、総合相談機能及び

地域福祉推進機能のみに変更して開始しました。令和４年度（2022 年度）から

の全市展開以降の機能も同様とし、地域支援を担うささえあいステーションと

個別支援を担う各関係機関との連携強化により、個別支援が効果的・効率的に

行われるようになりました。 

○ 生活支援サポーター養成研修の受講者が少ないため、オンライン申込もでき

るよう改善しました。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●顔の見える総合相談・支援
モデル事業の実施により、
８小学校区に「ささえあい
ステーション」を設置 

・総合相談受付（466件） 
・地域アセスメントの実施
(559か所） 

・定例協議体開催（コロナ感
染症拡大により中止） 

・随時協議体開催（８校区ご
とに開催） 

●生活支援サポーター養成
者数 15 名（累計 97名） 

●顔の見える総合相談・支援
事業の実施により、全 14
小学校区に「ささえあいス
テーション」を設置 

・総合相談受付（537件） 
・地域アセスメントの実施
(1,055 か所） 

・ささえあい推進会議の開
催（15回：14校区） 

・新たな取組支援（新規5件） 
 
●生活支援サポーター養成
者数 15 名（累計 112名） 

●「顔の見える総合相談・支
援モデル事業」の全市展開
による住民主体の地域の
支え合い・助け合い体制の
構築 

●生活支援コーディネータ
ーが主催する協議体の開
催 

 
 
 
●生活支援サポーター養成
者数（累計 150 名） 

 

（オ）在宅医療と介護の連携強化 

○ 在宅医療・介護連携推進事業の推進、在宅医療コーディネート機能の充実、

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の概念の普及啓発に取り組みまし

た。 

○ 多職種連携研修会の開催等の取組により、医療・介護関係者間の顔の見える

関係づくりが図られ、医療と介護の連携が着実に進んでいます。 

○ 高齢者人口の増加に伴う医療需要の変化を見据えた病床の見直しに伴う在

宅療養者の増加に対して、在宅療養者の受け皿となる在宅診療医の確保に向け

た取組の検討や、退院後の在宅における切れ目のない医療と介護の連携強化が

必要です。 

○ 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談の受付や連

携調整、情報提供等を担う人材（在宅医療コーディネーター）の配置ができて

いません。 
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実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●「医療マップ」「みのお認
知症相談マップ」の改訂作
成（医師会） 

●「高齢者福祉サービスのご
案内」発行 

●「在宅医療連携推進事業運
営委員会」開催 ６回（医
師会） 

●「主治医・介護支援専門員
等の情報交換票」の活用 

●市、包括センター、居宅介
護支援事業所、各病院によ
る退院支援及び在宅相談
支援の実施 

●多職種連携研修会運営委
員会開催 ６回 

●多職種連携研修会開催 
３回 

●市民公開講座開催（コロナ
感染症拡大により中止） 

●「医療マップ」「みのお認
知症相談マップ」の改訂作
成、在宅医療ハンドブック
別冊の作成（医師会） 

 
●「在宅医療連携推進事業運
営委員会」開催 ６回（医
師会） 

●「主治医・介護支援専門員
等の情報交換票」の活用 

●市、包括センター、居宅介
護支援事業所、各病院によ
る退院支援及び在宅相談
支援の実施 

●多職種連携研修会運営委
員会開催 ６回 

●多職種連携研修会開催 
３回 

●市民公開講座開催 １回 
●在宅医療・介護連携推進に
関するアンケート調査の
実施 

●地域の医療・介護の資源の
把握 

 
 
 
●在宅医療・介護連携の課題
抽出と対応策の検討 

●切れ目のない在宅医療と
介護の提供体制の構築推
進 

●医療・介護関係者の情報提
供の支援 

 
 
●在宅医療・介護関係者に関
する相談支援 

●医療・介護関係者の研修 
 
●地域住民への普及啓発 
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（カ）権利擁護の推進 

○ 高齢者虐待防止対応策の推進、権利擁護を推進する各種制度の活用、成年後

見制度利用支援にかかる費用助成、成年後見市長申立て、消費者被害の防止、

個人情報の適切な利用に取り組みました。 

○ 高齢者虐待通報が年々増加しており、「何が虐待にあたるのか」について、

介護サービス事業者向けに虐待防止研修を実施しました。 

○ 住民向けに成年後見制度に関する講演会を実施しました。 

○ 地域連携ネットワークのコーディネート機能を担う中核機関の設置に向け

た検討を進める必要があります。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●包括センターによる成年
後見相談対応件数 延べ
455件 

●包括センターによる虐待
相談対応件数 延べ 778
件 

●虐待対応件数 延べ 57件 
●介護サービス関係者向け
虐待防止研修開催（コロナ
感染症拡大により中止） 

●虐待レビュー会議開催 
３回 

●コアメンバー会議開催 
61 回 

●成年後見申立費用及び後
見人等報酬の助成 12 件 

●成年後見市長申立件数 6
件 

●包括センターによる成年
後見相談対応件数 延べ
624件 

●包括センターによる虐待
相談対応件数 延べ 857
件 

●虐待対応件数 延べ 52件 
●介護サービス関係者向け
虐待防止研修開催 １回 

●住民向け成年後見制度講
演会開催 2 回 

●虐待レビュー会議開催 
３回 

●コアメンバー会議開催 
57 回 

●審判請求費用及び後見人
等報酬の助成 10件 

●成年後見市長申立件数 
５件 

●包括センター、介護サービ
ス事業者、民生委員・児童
委員、地区福祉会等さまざ
まな機関を通じ、高齢者虐
待の早期発見・通報義務等
についての周知啓発を実
施 

●家族介護者への支援の充
実を図り、ニーズに合った
支援方法の検討を実施 

●「箕面市高齢者虐待対応マ
ニュアル」に基づく速やか
な解決を実施 

●市長申立て、成年後見制度
利用支援事業（審判請求費
用及び後見人等報酬の助
成）を実施 

 

＜地域包括ケアシステムの推進に関する課題の整理＞ 

■ 地域共生社会の実現に向けて、住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制

づくり（我が事の地域づくり）の推進が必要です。地域包括ケアシステムをより機能さ

せるためには、例えば近隣の助け合いやボランティア等といった互助の機能をさらに充

実していく必要があります。 

■ 「第９期計画策定のためのアンケート調査」では、「将来の理想とする生活」につい

て「ひとりで介護保険サービスなどを活用しながら自宅で生活したい」という回答の割

合が高く、在宅生活のニーズが高いこと、また、介護保険サービスの利用を考えている

かたが多いことがわかりました。同じく「高齢者がいきいきと暮らせる社会を築くため

に重要な施策・事業」についても「ホームヘルプサービスなどの在宅での介護サービス

の充実」の割合が高く、在宅生活を支える介護サービスの充実が求められています。引

き続き、高齢者のニーズに応えられるよう総合事業の推進を行うとともに、平成 27 年

度（2015年度）の本市総合事業の開始から 10年を迎えるにあたり、これまでの事業の

評価・分析を行い利用者や事業者のニーズをふまえた見直しを適切に図る必要がありま

す。 
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■ また、高齢者の幅広い生活支援ニーズをふまえ、地域住民、ボランティア団体、ＮＰ

Ｏ、民間企業など多様な主体の参画により、既存サービスで提供できない部分を補える

ようなサービスを創設する仕組みづくりの推進と併せて、さまざまな支援機関が連携・

協働し、地域での支え合い・助け合いが活発になるよう支援していくことが重要です。 

■ 特に、高齢者によるボランティア活動や就労的活動などの社会参加を促進することは、

地域の支え合い体制づくりだけでなく、高齢者の生きがいや介護予防の観点からも重要

です。 

■ 介護離職の防止のため、介護に取り組む家族等への支援等、介護と仕事を両立できる

環境づくりが求められています。 

■ 「家族介護者の会アンケート調査」では、家族介護者のストレス解消や介護負担感の

軽減に必要なものとしては、「家族介護に関する悩みを共有できる当事者同士のつなが

り」「家族介護に関する相談ができ、アドバイスをくれる専門家、機関など」の回答が

多い結果をふまえ、市や地域包括支援センターが中心となり、家族介護者への支援をさ

らに強化していく必要があります。 

■ 「家族介護者の会アンケート調査」では、高齢者虐待の背景やその要因として「介護

者の介護疲れ、介護ストレス」の回答が多い結果をふまえ、介護保険サービスや各種地

域資源の利用を勧めたり、家族介護者の会への参加を勧め、介護負担やストレスの軽減

を図るなどの支援を行うとともに、介護者が何らかの生活上の課題を抱える場合には、

適切な支援機関につなぎ、支援が開始されるよう働きかけることが重要です。 

■ 「介護サービス等事業者へのアンケート調査」では、今後の地域包括ケアシステム構

築に向けて優先度が高いと考えられる取組としては、「介護従事者の人材確保」が最も

高く、次いで「認知症への地域の理解」、「多様な生活支援・サービスの提供」が高い結

果となりました。 
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ウ 認知症高齢者支援策の充実 

（ア）認知症予防と啓発の推進 

○ 認知症の知識や予防の周知啓発、認知症予防教室の開催、認知症予防リーダ

ーの養成・地域の通いの場等での活動促進、外出機会や身体能力の状態に応じ

たアプローチによる認知症予防の促進に取り組みました。 

○ 認知症地域支援推進員と従来型地域包括支援センターの医療職等が中心と

なって、小・中・高等学校や大学等の地域の教育機関と連携し、子ども達に向

けた認知症サポーター養成講座の開催などの普及啓発活動を行いました。 

○ 認知症予防リーダー養成者数及び新たな認知症予防自主グループの立ち上

げ数については、目標達成に至りませんでした。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●認知症に関する講座の開
催 

・脳の若返りコース参加者
数 39人 

・シニア塾 認知症関連クラ
ス参加者数 34 人 

●認知症予防リーダー養成
者数 19 人 

●認知症予防自主グループ
数 ３か所 

●認知症に関する講座の開
催 

・脳の若返りコース参加者
数 41人 

・シニア塾 認知症関連クラ
ス参加者数 40 人 

●認知症予防リーダー養成
者数 32 人 

●認知症予防自主グループ
数 ３か所 

●認知症に関する講座の開
催 

●認知症予防リーダー養成
者数 

R3～R5：各年 60人 
●認知症予防自主グループ
数 

R3:６か所 
R4:10 か所 
R5:14 か所 

 

（イ）認知症の早期発見・早期対応の推進 

○ 早期発見・早期対応の推進、認知症初期集中支援チームによる認知症の人や

その家族への積極的な支援に取り組みました。 

○ 認知症初期集中支援チームの取組により、認知症の早期発見・早期対応だけ

でなく、症状が進行した人を介護や医療等の必要なサービスにつなげています

が、複合的な課題を抱えた支援困難なケースが増えており、関係機関とのさら

なる連携が必要です。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●「認知症安心ガイド」の改
訂 

●包括センター、稲ふれあい
センターにタブレットを
設置し、認知機能評価を実
施 

●通所系サービス事業所向
けタブレット貸出モデル
事業 １事業所、15人 

●タブレットによる認知機
能測定会 38か所、302人 

●認知症初期集中支援チー
ムの配置 １チーム 

●特別集中支援 13人 

●「認知症安心ガイド」の改
訂 

●包括センター、稲ふれあい
センターにタブレットを
設置し、認知機能評価を実
施 

●通所系サービス事業所向
けタブレット貸出モデル
事業 3事業所、40人 

●タブレットによる認知機
能測定会 33か所、422人 

●認知症初期集中支援チー
ムの配置 １チーム 

●特別集中支援 3 人 

●通いの場での健康教育や
認知症簡易測定、タブレッ
トによる認知症セルフチ
ェックの実施 

●認知症の疑いがあるかた
に「認知症安心ガイド（箕
面市版認知症ケアパス）」
や医師会発行「みのお認知
症相談マップ」を活用し、
受診勧奨やサービス利用
を促進 

●認知症高齢者とその家族
に対し、適切かつ必要なサ
ービスが受けられるよう
相談や受診勧奨、同行受診
の積極的実施（認知症初期
集中支援） 
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（ウ）認知症高齢者の見守り・支援体制の強化 

○ 認知症の人の家族の精神的な負担軽減と安否確認を目的として、みのお行方

不明者ＳＯＳネット及び市民安全メールの周知と登録者の拡大、高齢者見守り

システムotta
オ ッ タ

の利用促進、認知症高齢者等への声かけ体験の開催に取り組みま

した。 

○ 地域で見守るかたを増やすため、認知症サポーターと認知症キャラバン・メ

イトの養成継続、認知症家族会への支援に取り組みました。 

○ ひとり歩きしても安心な地域をめざして、声かけ体験を各校区で実施してい

く必要があります。 

○ 認知症サポーター養成者数は増加していますが、目標達成には至っておらず、

また自主的な活動にはつながっていません。 

○ コロナ禍により、これまで４か所あった認知症カフェが現在２か所しか活動

しておらず、不足している状況です。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●認知症高齢者の安否確認
等 

・警察保護されたかた（97
人）へのＳＯＳネット、
ottaの利用促進 

・ＳＯＳネット登録者数 
延べ 252 人（内、SOS ネッ
ト配信数５人） 

・otta利用者数 28人 
・認知症高齢者等への声か
け体験開催（コロナ感染症
拡大により中止） 

●認知症高齢者見守り体制 
・認知症サポーター養成者
数 495 人 

●認知症カフェ、コミュニテ
ィカフェ数 ７か所 

●男性介護者のつどい開催 
６回（コロナ感染症拡大
により６回中止） 

●認知症施策推進会議開催 
２回 

●認知症高齢者の安否確認
等 

・警察保護されたかた(88
人）へのＳＯＳネット、
ottaの利用促進 

・ＳＯＳネット登録者数 
延べ 235 人（内、SOS ネッ
ト配信数６人） 

・otta 利用者数 27人 
・認知症高齢者等への声か
け体験開催 ３回 

●認知症高齢者見守り体制 
・認知症サポーター養成者
数 413人 

・認知症キャラバン・メイト
養成者数 ８人 

●認知症カフェ数 ４か所
（内コロナ感染症拡大に
より２か所休止中） 

●男性介護者のつどい開催 
12 回 

●認知症施策推進会議開催 
１回 

●認知症ケアと介護職の魅
力を描いた「ケアニン」上
映会を、認知症家族会（び
わの会）とともに開催 

●認知症高齢者の安否確認
等 

・警察保護されたかたへの
ＳＯＳネット、otta の利
用促進 

・認知症高齢者等への声か
け体験開催 
R3～R5：全小学校区で開催 

●認知症高齢者見守り体制 
・認知症サポーター養成者
数 
R3～R5：各年度 1,500 人 

・認知症キャラバン・メイト
養成講座 
R3～R5：各年度 1回開催 

●認知症カフェ、コミュニテ
ィカフェ数 

 R3～R5：小学校区毎に１か
所 

●家族会参加者への情報提
供や家族自身の認知症予
防の啓発 

 

＜認知症高齢者支援策の充実に関する課題の整理＞ 

■ 高齢化の進行に伴い、本市でも認知症高齢者数はさらに増加することが見込まれます。

このため、できるだけ認知症の発症を遅らせるために、成人期からの生活習慣病対策の

ほか、運動・知的・社会活動等のさまざまな手法で認知症予防の取組を展開していくこ

とが必要です。 
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■ 「第９期計画策定のためのアンケート調査」では、地域包括支援センターは「高齢者

の相談窓口」として一定認知されていますが、認知症や権利擁護を含む高齢者のさまざ

まな支援につなぐ窓口として、さらに周知し、その機能強化を進めることが必要です。

また、「第９期計画策定のためのアンケート調査」では、「認知症の人にどのように接し

たらよいか分からない」との回答が多い結果であったこと及び、「家族介護者の会アン

ケート調査」では、家族介護者が初めて介護をするうえで相談相手に求めることとして

「認知症の人との接し方についての助言」との回答が多い結果であったことをふまえ、

「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で、社会とつな

がりながら暮らし続けることができるまち」の実現に向けた取組の推進が喫緊の課題と

なっています。 

■ 認知症の人とその家族への情報提供を目的に、認知症の人の様態に合わせた適切な医

療や介護等のサービス利用の流れを表した認知症ケアパスを作成する必要があります。 

■ 地域で見守る人を増やすために認知症サポーター等をさらに養成するとともに、認知

症サポーターを中心としたチームで認知症の人や家族のニーズを支援でつなぐチーム

オレンジのメンバーを育成するため、「認知症サポーターフォローアップ研修」を開催

する必要があります。 

■ 「第９期計画策定のためのアンケート調査」では、成年後見制度の認知度が高くない

という結果をふまえ、成年後見制度について一層わかりやすく、きめ細かい広報・啓発

に努めることが必要です。 

 

エ 介護サービスの質の確保・向上と適正・円滑な運営 

（ア）介護サービスの提供 

○ 一人ひとりの状態に応じた適切な介護サービスの提供により、高齢者が要介

護状態等になっても、可能な限り住み慣れた地域で生活が継続できるよう、介

護サービス基盤の充実を図り、認知症対応型共同生活介護１か所を整備しまし

た。そのほか、広域型特別養護老人ホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小

規模多機能型居宅介護については、整備に至りませんでした。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●認知症対応型共同生活介
護の事業者公募を実施 １
事業者応募あり 事業候補
者に選定 

●小規模多機能型居宅介護、
看護小規模多機能型居宅
介護の事業者公募を実施 
応募なし 

●令和３年度中に選定され
た認知症対応型共同生活
介護の事業者の事業進捗
確認 

●小規模多機能型居宅介護、
看護小規模多機能型居宅
介護の事業者公募を実施 
応募なし 

第８期期間中に整備予定 
・広域型特養 90床 
・認知症対応型共同生活介
護 18 人 

・小規模多機能型居宅介護
29 人 

・看護小規模多機能型居宅
介護 29人 
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（イ）介護サービスの基盤の充実と質の確保・向上 

○ 介護サービスの質の確保と保険給付の適正化を図るため、法令等に基づき、

事業者に対して助言・指導・監査に取り組みました。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●適正に指導監査を実施 
●介護サービス事業者に対
して、情報提供等の支援を
実施 

●適正に指導監査を実施 
●介護サービス事業者に対
して、情報提供等の支援を
実施 

●市町村の指導権限下にあ
る事業者は、適正に指導監
査を実施 

●各市内事業者連絡会に対
し、情報提供等の支援やサ
ービスの質の向上に向け
た取組を連携し進めてい
く 

 

（ウ）包括的な相談支援体制等の充実 

○ ささえあいステーションの全市展開による相談体制の充実を図るとともに、

介護保険制度に関する各種情報の周知方法を工夫し、利用者や事業者にとって

わかりやすい情報提供に取り組みました。 

○ 複雑化・複合化した課題を抱える個人や世帯が増加していることから、適切

な支援につなげる包括的な体制づくりをめざして、令和５年度（2023年度）か

ら重層的支援体制整備事業への移行準備事業を実施しています。 

 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●８小学校区に「ささえあい
ステーション」を設置し、
年齢や属性を問わず相談
を受け止め、適切な支援機
関につないだ 

●高齢者福祉サービスの案
内冊子を発行し、市ホーム
ページへ掲載した 

●全 14 小学校区に「ささえ
あいステーション」を設置
し、年齢や属性を問わず相
談を受け止め、適切な支援
機関につないだ 

●身近な相談窓口のあり方
の検討 

●高齢者福祉サービスの案
内冊子の発行、市ホームペ
ージへの掲載 
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（エ）介護保険事業の適正かつ円滑な運営 

○ 適正な要介護認定の実施、ケアプラン点検、住宅改修の点検、福祉用具貸与

に関する調査、医療情報との突合、縦覧点検・給付費通知の送付、給付実績の

活用に取り組みました。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●認定審査における資料に
おいて、不整合や記述内容
の疑義等の確認を実施 

・審査件数の全件実施 
●住宅型有料老人ホームに
入所している被保険者の
ケアプラン点検を実施 

・４施設実施 
・点検したケアプラン数 63
件 

●住宅改修の点検 
・申請件数の全件実施、リハ
ビリテーション専門職に
よる現地調査 214件（申請
件数中 42.9％） 

●軽度者への福祉用具貸与
利用者のケアプランの確
認を実施 

・点検したケアプラン数：車
いす貸与 38 件、特殊寝台
貸与 38 件（申請件数中
5.2％） 

●医療情報との突合 
確認回数 12 回 

●縦覧点検 
確認回数 12 回 

●給付費通知の送付 
発送対象月 12か月分 

●給付実績の活用 
給付実績等の情報の中か
ら下記のものを選定し確
認を実施 

①支給限度額一定割合超一
覧表(総括表) 12回 

②認定調査状況と利用サー
ビス不一致一覧表 12 回 

③生活援助中心訪問介護サ
ービス利用者一覧表 

④支給限度額一定割合超支
援事業所における対象サ
ービス利用者一覧表（総括
表） 

（うち③④は令和３年 10 月
からの新規帳票のため確
認回数６回） 

●認定審査における資料に
おいて、不整合や記述内容
の疑義等の確認を実施 

・審査件数の全件実施 
●住宅型有料老人ホームに
入所している被保険者の
ケアプラン点検を実施 

・４施設実施 
・点検したケアプラン数 68
件 

●住宅改修の点検 
・申請件数の全件実施、リハ
ビリテーション専門職に
よる現地調査 192件（申請
件数中 39.2％） 

●軽度者への福祉用具貸与
利用者のケアプランの確
認を実施 

・点検したケアプラン数：車
いす貸与 38 件、特殊寝
台貸与 39 件（申請件数
中 3.7％） 

●医療情報との突合 
  確認回数 12 回 
●縦覧点検 
 確認回数 12 回 
●給付費通知の送付 
 発送対象月 12か月分 
●給付実績の活用 
 給付実績等の情報の中か
ら下記のものを選定し確
認を実施 

①支給限度額一定割合超一
覧表(総括表) 12回 

②認定調査状況と利用サー
ビス不一致一覧表 12 回 

③生活援助中心訪問介護サ
ービス利用者一覧表 12
回 

④支給限度額一定割合超支
援事業所における対象サ
ービス利用者一覧表 12
回 

●認定訪問調査等の点検 
・審査件数の全件 
 
 
●ケアプラン点検 
・住宅型有料老人ホームの
全件 

・サービス付高齢者向け住
宅の一部 

 
●住宅改修の点検 
・申請件数の全件 
・リハビリテーション専門
職による現地調査 申請
件数中 30％以上/年 

●福祉用具貸与に関する調
査 

・申請件数中 10％以上/年 
 
 
 
 
●医療情報との突合 12 回
以上/年 

●縦覧点検 12 回以上/年 
 
●給付費通知の送付 全月
数 

●給付実績の活用 12 回以
上/年 
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＜介護サービスの質の確保・向上と適正・円滑な運営に関する課題の整理＞ 

■ 地域包括ケアシステムを支える介護人材不足は、大きな課題であり、少子高齢化の影

響で今後ますます加速することが見込まれるため、介護人材確保や生産性の向上の取組

が重要です。 

■ 特に、介護人材の確保については、「介護サービス等事業者へのアンケート調査」に

おいて半数以上が「職員募集をかけても応募がほとんど無い」と回答しており、喫緊の

課題となっています。サービス事業者等や大阪府、近隣市町、その他関係機関との情報

共有・課題検討を行うとともに、将来的に必要となる介護人材の推計を行うなど、効果

的で十分な人材確保策を進めていく必要があります。 

■ 病床の機能分化、特別養護老人ホームの待機、「介護離職ゼロ」の取組の推進や今後

の介護需要などをふまえ、必要な介護サービス基盤の整備を進める必要があります。第

８期計画において整備に至らなかった介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等のほ

か、高齢者や介護者の実態やニーズ等を考慮したうえで、引き続き介護サービス基盤の

整備に向けた検討が必要です。また、介護を受けながら在宅生活を継続できるように、

家族介護者への支援の充実や在宅医療と在宅介護の連携の強化が求められています。 

 

 

オ 安全・安心のまちづくりの推進 

（ア）福祉のまちづくりの推進 

○ 「大阪府福祉のまちづくり条例」等に基づき、バリアフリーのまちづくりを

推進したほか、高齢者の閉じこもりを防止し、社会参加や交流を促進するため、

高齢者のオレンジゆずるバスの利用支援等に取り組みました。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

オレンジゆずるバス（65 歳
以上の利用者）延べ 270,140
人 

オレンジゆずるバス（65 歳
以上の利用者）延べ 308,064
人 

オレンジゆずるバス（65 歳
以上の利用者） 
R3～R5：各年延べ 450,000

人 

 

（イ）高齢者の住環境の整備 

○ 高齢者向けの住まいに関する問い合わせ対応・情報提供や、住み慣れた自宅

に住み続けるための住宅改修に関し、市リハビリ職による訪問指導等を行いま

した。また、必要なかたについて、養護老人ホームへの入所措置を行いました。 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●高齢者や家族からの住ま
いに関する問い合わせに
対して、情報提供を行い、
必要に応じて関係機関を
案内 

●市リハビリ職による、住宅
改修に関する訪問指導
（129 件） 

●高齢者や家族からの住ま
いに関する問い合わせに
対して、情報提供を行い、
必要に応じて関係機関を
案内 

●市リハビリ職による、住
宅改修に関する訪問指導
（123 件） 

●高齢者向けの住まいにつ
いて、情報収集・情報提供
を実施 

●住宅改修に関する相談支
援、情報提供、訪問指導を
実施 
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（ウ）災害や感染症対策に係る高齢者支援体制の確立 

○ 地区防災委員会の運営及び防災訓練等の実施、避難行動要支援者名簿、要継

続支援者名簿及び個別支援計画の作成、新型コロナウイルス等の感染症対策等

の周知啓発や研修実施等に取り組みました。 

 

実
績 

令和３年度（2021年度） 令和４年度（2022年度） 目標 

●要継続支援者名簿、個別支
援計画の作成 

●介護サービス事業者情報
連携訓練を実施 

●国・大阪府等からの情報を
随時提供 

●市立病院との連携による
高齢者施設等への感染症
対策についての訪問指導、
個人防護具着脱研修会を
実施 

●要継続支援者名簿、個別支
援計画の作成 

●介護サービス事業者情報
連携訓練を実施 

●国・大阪府等からの情報を
随時提供 

●市立病院との連携による
高齢者施設等への感染症
対策についての訪問指導、
感染症対策リーダー養成
研修を実施 

●要継続支援者名簿、個別支
援計画の作成 

●全市一斉総合防災訓練に
併せて、介護サービス事業
者情報連携訓練を実施 

●国・大阪府等からの情報を
速やかに提供 

 

＜安全・安心のまちづくりの推進に関する課題の整理＞ 

■ 住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅は、令和５年（2023年）９月

現在、本市には併せて 25 か所あり、これらの住宅における介護サービス提供状況など

の情報把握に努め、市民への情報提供等を進め、質の向上に向けた取組を進める必要が

あります。 

■ 高齢者が住み慣れた自宅に住み続けられるよう、住宅改修等に関する相談支援・情報

提供、訪問指導を引き続き継続する必要があります。 

■ 近年の災害発生状況や感染症の流行をふまえ、非常時に備えた防災、感染症対策が重

要です。特に、令和３年（2021年）５月の「災害対策基本法」の一部改正により「個別

避難計画」の作成が市町村の努力義務とされたことを受け、関係機関・団体や民間事業

者等と連携しながら、避難行動要支援者への支援を推進していく必要があります。 

 


